
戦
国
大
名
の
買
地
安
堵
に
つ
い
て

-
若
狭
武
田
氏
を
中
心
に
-

は
じ
め
に

近
年
の
室
町
戦
国
期
研
究
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
徳
政
に
関
す
る
研
究
の
活

r
l
)

況
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
O
こ
れ
と
関
連
し
て
、
徳
政
と
表
裏
を
な
す
買
地

安
堵
に
つ
い
て
も
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
｡
戦
国
大
名
の
貫
地
安
堵
に
つ
い
て
本

格
的
究
明
を
試
み
た
先
駆
的
業
績
と
し
て
は
、
藤
木
久
志
氏
の
「
戦
国
大
名
制
下

(
2
)

に
お
け
る
買
地
安
堵
制
」
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
藤
木
氏
は
伊
達
氏
家
臣

の
広
範
な
土
地
売
買
を
百
姓
の
抵
抗
に
よ
る
支
配
の
動
揺
と
と
ら
え
、
伊
達
氏
は

こ
れ
ら
家
臣
買
地
を
安
堵
す
る
E
員
地
安
堵
制
の
実
施
に
よ
っ
て
家
臣
知
行
地
の
定

量
把
握
を
実
現
し
軍
役
体
系
の
基
礎
を
確
立
し
た
と
論
じ
ら
れ
へ
買
地
安
堵
を
農

民
闘
争
と
関
連
さ
せ
つ
つ
知
行
制
に
位
置
づ
け
る
視
点
を
確
立
さ
れ
た
｡
そ
の
後
、

1
-
)
r
i
n
)

和
泉
清
C
m
)

f
i
n
*
下
村
琴
久
保
昌
希
の
各
氏
に
よ
っ
て
後
北
条
氏
・
長
宗
我
部
氏
・

今
川
氏
を
扱
っ
た
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
｡
こ
の
う
ち
下
村
氏
は
'
長
宗

我
部
氏
は
家
臣
の
貫
地
を
安
堵
し
て
こ
れ
を
給
地
化
し
軍
役
を
確
保
す
る
1
万
へ

窮
乏
家
臣
の
徳
政
訴
訟
に
対
し
て
「
判
前
の
地
」
は
対
象
か
ら
除
外
し
た
上
で

「
奉
公
の
忠
」
に
応
じ
て
「
給
愚
の
徳
政
」
を
認
め
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
本
来

相
矛
盾
す
る
徳
政
と
員
地
安
堵
が
封
建
権
力
に
と
っ
て
統
l
し
た
原
理
た
り
得
た

と
さ
れ
た
｡
ま
た
、
久
保
田
氏
に
よ
れ
ば
、
在
地
領
主
井
伊
氏
が
私
徳
政
ま
で
実

河

村

昭

1

兵
庫
教
育
大
学
第
二
部
(
社
会
系
教
育
講
座
)

施
し
得
た
遠
江
井
伊
谷
に
、
百
姓
の
徳
政
訴
訟
を
契
機
と
し
て
今
川
氏
が
介
入
し
、

か
つ
て
井
伊
氏
か
ら
貴
地
安
堵
を
得
て
い
た
瀬
戸
氏
に
改
め
て
徳
政
免
除
を
内
容

と
す
る
買
地
安
堵
を
与
え
て
こ
れ
を
直
接
把
握
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
｡
こ
れ
ら

先
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
戦
国
期
の
徳
政
.
買
地
盛
を
ダ
イ
ナ
,
″
ッ
ク

に
叙
述
し
た
の
が
'
入
間
田
宣
夫
氏
の
「
中
世
国
家
と
一
校
」
(
特
に
三
節
徳

政
の
嵐
)
で
あ
る
｡
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
入
間
田
論
文
が
買
地
安
堵
に
関
す
る
研

究
の
到
達
点
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
'
特
に
下
村
・

久
保
田
両
氏
の
所
論
に
あ
る
よ
う
に
、
戦
国
大
名
が
買
地
安
堵
と
徳
政
を
車
の
両

輪
の
'
こ
と
く
駆
使
し
て
そ
の
権
力
基
盤
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
0

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
も
異
論
は
な
い
｡
今
後
は
こ
う
し
た
視
角
か
ら
そ
の
内
容

を
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

い
う
ま
で
も
な
-
、
土
地
売
買
の
内
容
は
地
域
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
差
異
が
あ

り
へ
し
た
が
っ
て
戦
国
大
名
の
買
地
安
堵
の
も
つ
意
義
も
一
律
に
は
論
じ
ら
れ
な

い
｡
本
稿
で
は
＼
先
学
の
考
察
対
象
が
主
と
し
て
東
国
や
四
国
な
ど
の
経
済
的
後

進
地
域
に
偏
し
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
研
究
の
比
較
的
立
ち
遅
れ
て

い
る
畿
内
近
国
の
事
例
と
し
て
若
狭
を
と
り
あ
げ
、
加
地
子
収
取
関
係
の
成
熟
し

た
地
域
に
お
け
る
戦
国
大
名
の
貫
地
安
堵
の
も
つ
独
自
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
0

そ
の
際
の
課
題
と
し
て
次
の
二
つ
を
設
け
た
い
｡
ま
ず
、
藤
木
・
下
村
両
氏
に
学
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び
つ
つ
、
知
行
制
と
の
関
連
に
お
い
て
も
つ
買
地
安
堵
の
意
義
を
よ
り
具
体
的
に

提
示
す
る
こ
と
へ
及
び
久
保
E
E
氏
の
仕
事
に
導
か
れ
て
、
武
田
氏
の
買
地
安
堵
・
と

武
田
氏
家
臣
の
買
地
安
堵
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
へ
以
上
で
あ
る
｡

(
7
)

入
間
田
論
文
は
'
実
は
若
狭
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
藤
井
譲
治
氏
の
論
稿
を
参

照
さ
れ
な
が
ら
多
く
の
紙
数
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
が
、
論
文
の
性
格
上
や
む
を
得

な
い
と
は
い
え
、
若
狭
と
四
国
・
東
国
と
の
地
域
差
に
対
し
て
は
十
分
注
意
が
向

け
ら
れ
て
い
な
い
し
、
武
田
氏
家
臣
の
買
地
安
堵
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら

れ
て
い
な
い
｡

な
お
、
若
狭
武
田
氏
に
関
す
る
先
学
の
業
績
と
し
て
は
'
藤
井
氏
の
他
に
へ
牧

野
信
之
助
『
福
井
県
史
』
(
一
九
二
〇
年
)
を
は
じ
め
、
黒
崎
文
事
米
原
正
義
‥
)

水
藤
(
2
)
各
氏
の
論
稿
が
あ
る
が
,
本
稿
の
関
心
か
ら
は
藤
井
・
水
藤
両
氏
の

研
究
に
直
接
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
｡
藤
井
氏
は
若
狭
に
お
い
て
加
地
子
売
買

が
展
開
し
て
い
た
こ
と
、
加
地
子
収
取
が
惣
及
び
大
名
権
力
の
保
証
の
も
と
に
実

現
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
買
地
安
堵
を
知
行
制
の
中
に

具
体
的
に
位
置
づ
け
る
視
角
が
十
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
水
藤
氏
の
論
稿

は
武
田
氏
関
係
文
書
や
売
券
・
寄
進
状
の
検
討
を
通
じ
て
、
武
田
氏
の
戦
国
大
名

化
を
多
面
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
が
、
若
干
の
疑
問
も
あ
る
｡

こ
の
点
は
本
文
で
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
｡

第
l
章
若
狭
に
お
け
る
給
人
層
の
土
地
売
買

第
一
節
全
体
的
特
徴

戦
国
大
名
の
買
地
安
堵
を
知
行
制
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
時
、

ま
ず
、
大
名
給
人
の
土
地
売
買
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡

水
藤
氏
は
長
禄
三
年
(
一
四
五
八
)
か
ら
永
禄
一
三
年
(
一
五
七
〇
)
に
至
る
合

計
六
五
点
の
若
狭
の
売
券
を
収
集
整
理
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
さ
れ

て
い
る
が
(
前
掲
論
文
二
節
)
、
売
買
当
事
者
の
階
層
や
、
売
買
対
象
得
分
の
性

格
に
関
し
て
は
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
れ
て
い
な
い
｡
そ
こ
で
、
本
節
で
は
水
藤
氏

「
〓
)

の
収
集
さ
れ
た
も
の
に
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
加
え
た
七
五
点
の
売
券
を
基
礎
資

料
と
し
て
、
武
田
氏
給
人
の
土
地
売
買
の
全
体
的
特
徴
を
概
観
し
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
、
売
買
当
事
者
の
階
層
を
、
「
給
人
」
・
寺
庵
(
寺
僧
)
・
百
姓
の
三
者

に
分
け
る
｡
売
券
面
の
売
主
・
買
主
一
人
l
人
に
つ
い
て
武
E
E
氏
給
人
で
あ
る
か

否
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
か
(
2
)
多
少
の
問
題
は
あ
ろ
う

が
、
敢
え
て
単
純
化
し
て
、
有
姓
者
を
「
給
人
」
と
し
た
｡
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
へ
武
田
氏
直
臣
の
国
人
級
在
地
領
主
は
も
と
よ
り
、
何
ら
か
の
形
で
武
E
f
]
権
力

表I若狭における土地売買の階層別件数

買主
売主 「給人 」 寺 庵 百 姓 不 明 汁

「給人」 H H i 1

3

28

寺 庵 4 10 1 15

百 姓 5 16 8 32

計 20 42 10 3 75

の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
あ
る
い

は
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
村
落
土

豪
層
の
多
-
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
'
有
姓
者
の
す
べ
て

が
武
田
氏
給
人
と
は
い
い
切
れ
な
い
の
で

「
給
人
」
と
表
記
す
る
｡
右
の
基
準
に
従
っ

て
七
五
件
の
売
買
を
階
層
別
に
整
理
し
た
の

が
表
I
で
あ
る
｡
こ
の
表
を
み
る
に
あ
た
っ

て
は
'
大
き
な
史
料
的
制
約
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
七
五
点
の
売

券
の
う
ち
六
〇
点
が
寺
社
文
書
で
占
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
、
そ
う
し
た

制
約
の
中
で
さ
え
、
「
給
人
」
の
か
か
わ
る

売
買
が
、
売
却
・
買
得
合
わ
せ
て
全
体
の
四

九
%
(
三
七
件
)
に
も
達
し
て
い
る
事
実
は
、

「
給
人
」
層
の
土
地
売
買
が
相
当
広
範
に
展

開
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
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表Ⅲ若狭における土地売買の得分内容(数字は売買件数)
得分

領 主得分 名主職 知地子 名抜地 不 明 汁

売

主

「給人 」 8 5 3 12 28

寺 庵 9 - 6 15

百 姓 4 12 - 16 32

負

主

「給 人」 4 - 5 1 ll 蝣jo

寺 庵 4 l 18 3 16 42

百 姓 - 2 2 - 6 10

不 明 - 1 1 - 1 3

汁 8 4 26 3 34 75

う
｡
右
の
史
料
的
制
約
の
影

響
を
う
け
な
い
の
は
寺
庵
の

買
得
分
の
内
訳
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
「
給
人
」
・
寺
庵
・

百
姓
の
三
者
間
に
決
定
的
開

き
が
み
ら
れ
な
い
｡
こ
れ
は
、

若
狭
に
お
け
る
土
地
売
買
が

ま
さ
に
全
階
層
を
包
み
込
ん

で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に

他
な
ら
な
い
｡

次
に
、
売
買
さ
れ
る
得
分

の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
一
.
得
分
の
種
別
と
し
て
は

領
主
的
得
分
と
農
民
的
得
分

に
大
別
で
き
よ
う
が
'
売
券

か
ら
厳
密
に
判
別
す
る
こ
と

は
困
難
な
こ
と
が
多
い
｡
こ

こ
で
は
、
本
役
・
公
事
・
段

銭
の
い
ず
れ
か
の
収
取
権
が

移
動
す
る
場
合
を
領
主
得
分

の
売
買
、
買
主
に
本
役
又
は

公
事
の
負
担
義
務
が
移
る
場

合
を
中
間
得
分
た
る
加
地
子

の
売
買
と
認
定
し
、
た
だ
単

に
「
於
此
田
地
諸
公
事
ハ
あ

る
ま
し
く
候
」
な
ど
と
あ
る
の
み
で
い
ず
れ
と
も
断
定
し
兼
ね
る
の
は
、
慎
重
を

期
し
て
不
明
と
し
た
｡
こ
の
他
へ
名
主
職
と
名
抜
地
の
売
買
は
売
券
に
そ
の
旨
が

*
i
l
凧

明
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
二
つ
は
そ
の
ま
ま
独
立
し
た
種
別
と
L
t

合
計
四
種
の
得
分
を
措
定
し
た
｡
表
Ⅱ
は
'
こ
れ
ら
の
得
分
を
階
層
別
に
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
Q
得
分
の
判
定
規
準
を
狭
く
と
っ
た
た
め
半
分
近
く
を
不
明
と
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
加
地
子
を
対
象
と
す
る
売
買
例
が
全
体
の
少

な
く
と
も
三
五
%
を
占
め
て
い
た
事
実
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
に

名
主
職
の
四
件
を
加
え
れ
ば
、
農
民
的
所
職
・
中
間
得
分
権
を
対
象
と
す
る
売
買

例
は
全
体
の
四
割
に
も
及
ぶ
｡
こ
れ
を
「
給
人
」
層
に
限
っ
て
み
る
と
、
売
却
で

一
九
%
、
買
得
で
二
五
%
が
加
地
子
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
層
に
比
べ

れ
ば
比
率
が
低
い
と
は
い
え
へ
加
地
子
売
買
は
か
な
り
進
ん
で
い
た
と
み
て
よ
か

ろ
う
｡
以
上
、
十
分
な
実
証
に
は
な
り
得
て
い
な
い
が
'
若
狭
に
お
け
る
拾
人
層

の
土
地
売
買
の
広
範
な
展
開
、
及
び
加
地
子
売
買
の
無
視
し
難
い
比
重
を
'
全
体

的
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

第
二
節
田
辺
氏
・
野
崎
氏
の
土
地
売
買

史
料
の
偏
在
や
絶
対
数
の
不
足
と
い
う
状
況
に
お
け
る
亮
券
の
み
の
統
計
的
分

析
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
の
で
、
具
体
的
事
例
に
即
し
て
給
大
層
の
土
地
売

買
の
実
態
を
検
討
し
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
｡

-
田
辺
氏

Sfc*

田
辺
氏
は
三
方
郡
山
東
郷
一
帯
に
一
族
が
族
生
し
た
家
で
、
そ
の
う
ち
佐
田
村

を
本
拠
と
す
る
田
辺
半
太
夫
家
に
伝
え
ら
れ
た
戦
国
～
近
世
初
頭
の
文
書
二
〇
通

が
、
『
三
方
郡
誌
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
中
で
、
本
稿
の
関
心
か
ら
は
次

の
三
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
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A
若
州
三
方
郡
山
東
郷
内
□
景
名
一
園

但
従
泉
福
寺
買
返
之
謹
文
_
井
此
名
職
地
類
二
段
'
越
前
龍
門
寺
宗
信
清
券
、

此
外
散
田
分
田
畠
等
'
道
慶
屋
敷
、
鍛
冶
屋
敷
、
囲
旭
清
却
畠
一
所
、
何
モ
任

讃
文
之
旨
、
宗
景
又
四
郎
永
代
知
行
不
可
有
相
違
之
通
へ
彼
男
仁
可
申
聞
者
也
、

仇
状
如
件
、

(
マ
マ
)

天
文
十
年
卯
月
二
十
六
日

熊
谷
三
郎
兵
衛
尉
殿

(
武
川
信
穏
)(

花
押
)

一
式
段

三
富
虞

〓
貰
虞

I
f
f
i
…
十
‥
昆
喧

一
畠
参
段

一
屋
敷
憂
慮

高
名
之
内

通
慶
散
田
分

在
庭
井
根
□

同
小
田
総
庵
前

同
小
田
武
射
田

但
宗
景
居
住
虞

同
蔦
大
夫

同
正
蔵
主

同
佐
E
B
村
百
姓
中

同
2

^

3

耶

馬
人
夫

同
佐
田
村
百
姓
中

同
鍛
冶

ゥ

・

j

r

^

i

B
若
州
三
方
郡
山
東
郷
之
内
所
々
買
徳
之
事
酎
S
h
'
謹
文
等
最
前
加
披
見
へ
離

遣
判
、
盗
人
取
失
明
自
之
段
へ
重
被
成
其
意
得
候
'
宗
景
大
夫
於
干
子
々
孫
々
、

永
代
知
行
不
可
有
相
違
之
旨
へ
可
申
聞
候
也
へ
仇
状
如
件
へ

「
式
日
蝣
蝣
3
C
)

以
上

右
傾
々
'
雌
為
清
券
明
白
、
依
盗
人
取
失
、
重
御
判
披
下
者
也
、
但
此
内
新

儀
に
買
徳
三
ケ
庭
井
謹
文
等
在
之
、
永
代
可
致
知
行
之
旨
、
被
仰
出
候
、
仇
下

天
文
拾
二
年
七
月
九
日

熊
谷
三
郎
兵
衛
尉
殿

(
花
押
)

知
如
件
へ

天
文
十
二
年
七
月
九
日

田
辺
又
四
郎
殿

真
理
(
花
押
)

C

(
武
ー
l
】
信
f
f
i
)(

花
押
)

若
州
一
二
方
郡
山
東
郷
之
内
宗
景
名
井
所
々
貫
徳
目
録
之
事

二
軍
名

一
重
段

l
武
段

l
豆
段

l
妻
段

宗
景
名

同
名
之
内

同
名
之
内

同
名
之
内

同
名
之
内

清
主
泉
福
寺

熊
谷
出
雲
守
〓
汀
在
之

活
主
龍
門
寺
宗
心

同
慈
明
院

同
世
宗
庵

い
ず
れ
も
『
三
方
郡
誌
』
で
し
か
知
ら
れ
な
い
も
の
で
'
特
に
A
は
形
式
も
整

わ
ず
文
言
・
表
記
に
も
疑
問
が
残
る
た
め
全
面
的
信
頼
は
お
け
な
い
が
、
B
・
C

は
一
般
に
み
ら
れ
る
武
田
氏
の
買
地
安
堵
の
形
式
と
矛
盾
し
な
い
の
で
(
後
述
)
、

こ
こ
で
は
A
も
含
め
て
と
り
あ
え
ず
検
討
の
対
象
と
す
る
蝣
o
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
宗
景
又
四
郎
・
宗
景
太
夫
・
宗
景
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
C
の

宛
人
田
辺
又
四
郎
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
と
す
れ
ば
、
A
～
C
に
み
え
る
宗
景
名

は
田
辺
氏
に
と
っ
て
き
わ
め
て
由
緒
の
あ
る
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
、
A
に
よ
れ
ば
田
辺
氏
は
こ
れ
以
前
に
同
名
の
名
主
職
及
び
名
内
耕
地

二
反
を
売
却
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
、
田
辺
氏
が
か
な
り
深
刻
な

経
済
的
危
機
に
立
ち
至
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
同
じ
三
方
郡



の
御
賀
尾
浦
(
現
神
子
)
刀
祢
大
音
氏
が
、
具
足
・
宵
・
太
刀
な
ど
の
武
具
・
武

器
を
は
じ
め
、
椀
・
皿
な
ど
の
食
器
か
ら
衣
類
に
至
る
日
常
生
活
用
異
を
三
一
種

百
数
十
点
も
質
に
入
れ
た
り
売
却
し
て
い
る
の
鶴
)
決
し
て
特
異
な
事
例
と
い
う

べ
き
で
は
な
く
'
戦
国
期
土
豪
層
の
経
済
状
況
の
一
端
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
こ
れ
は
、
軍
役
を
中
核
と
す
る
大
名
権
力
の
過
重
な
課
役
が
、
彼
ら
土
豪

層
の
負
担
能
力
の
限
界
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
｡

文
亀
二
年
(
一
五
〇
二
)
若
狭
の
「
国
衆
井
百
姓
等
」
が
武
田
氏
の
「
段
銭
以
下

苛
政
」
に
抵
抗
し
て
小
浜
に
押
し
寄
せ
、
武
田
中
務
大
輔
父
子
を
放
死
せ
し
め
た

IS)

事
件
は
'
段
銭
以
下
の
武
田
氏
の
課
役
が
、
国
人
と
「
百
姓
」
(
実
質
は
田
辺
氏

や
大
音
氏
の
よ
う
な
土
豪
層
と
思
わ
れ
る
)
の
共
闘
を
成
立
さ
せ
る
程
に
過
重
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡
前
節
に
み
た
給
人
層
の
活
発
な
土
地
売
買
(
売

却
)
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡

さ
て
t
E
B
辺
氏
は
重
大
な
危
機
を
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
し
た
か
は
明
ら
か
で

な
い
が
、
A
に
よ
れ
ば
'
以
前
手
放
し
た
宗
景
名
名
主
職
と
名
内
二
反
の
地
を
買

戻
す
と
と
も
に
へ
「
此
外
散
田
分
田
畠
等
」
を
新
た
に
買
得
し
て
武
田
氏
の
安
堵

を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
、
C
に
は
A
に
み
え
な
い
買
地
が
七
筆
あ

り
、
「
新
儀
に
買
徳
三
ケ
虞
」
の
文
言
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
A
と
C
の
間
に
も

(
5
)

新
た
な
買
得
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
、
田
辺
氏
は
宗
景
名
放
出
の

あ
と
、
ま
た
土
地
集
積
を
再
開
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
、
永
禄
四
年

(
一
五
六
1
)
当
時
田
辺
又
四
郎
の
所
有
し
て
い
た
の
は
宗
景
名
1
円
・
道
慶
散

(
2
)

田
・
下
田
白
田
二
反
・
白
田
一
所
で
あ
り
t
C
と
比
較
す
る
と
若
干
減
少
し
て
い
る
o

こ
の
よ
う
に
田
辺
氏
の
所
有
す
る
所
職
・
得
分
は
戦
国
期
を
通
じ
て
複
雑
な
動
き

を
み
せ
て
お
り
、
絶
え
ず
変
動
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
、
C
に
よ
る
と
E
B
辺
氏
は
彼
の
居
所
と
思
わ
れ
る
佐
田
村
の
「
百
姓

中
」
か
ら
土
地
二
筆
を
買
得
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
'

三
方
郡
世
久
見
浦
刀
祢
田
辺
氏
の
事
例
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
へ
明
応
元
年
(
一
四

九
二
)
「
当
御
代
臨
時
課
役
等
迷
惑
」
に
よ
っ
て
世
久
見
浦
惣
中
が
山
畠
を
売
却

(
l
9
)

し
た
際
、
惣
中
1
四
名
の
筆
頭
に
署
名
し
て
い
た
田
辺
氏
が
、
永
禄
一
二
年
(
一

五
六
九
)
地
頭
と
思
わ
れ
る
熊
谷
治
部
太
夫
の
斌
課
し
た
「
金
子
」
を
支
弁
で
き

な
く
な
っ
た
世
久
見
浦
惣
中
か
ら
、
今
度
は
鰻
綱
堵
を
買
得
す
る
立
場
に
転
じ
て

(
8
)

い
る
｡
佐
田
村
田
辺
氏
が
同
村
百
姓
中
か
ら
畠
な
ど
を
買
得
し
た
の
も
'
こ
れ
と

同
様
の
事
情
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
こ
に
、
領
主
権
力
(
熊
谷
氏
)
の

収
奪
強
化
が
百
姓
の
土
地
放
出
を
促
す
中
で
、
「
百
姓
中
」
と
の
距
離
を
広
げ
つ

つ
あ
っ
た
土
豪
層
が
こ
れ
を
買
得
集
積
し
て
い
く
と
い
う
t
l
つ
の
道
筋
が
う
か

が
え
よ
う
｡

2
野
崎
氏

野
崎
氏
は
、
E
B
辺
氏
と
同
様
若
狭
で
は
数
少
な
い
中
世
文
書
を
伝
え
る
土
豪
ク

(
5
)

ラ
ス
の
家
で
、
三
方
郡
耳
庄
佐
野
を
本
拠
と
し
て
い
た
｡
同
氏
の
買
地
の
性
格
を

次
の
蓋
N
'
哩
よ
っ
て
検
討
し
よ
う
｡

D
永
代
責
渡
申
作
職
山
田
之
車

台
壱
所
作
l
在
所
山
子
裕
二
在
之

右
彼
下
地
者
'
依
有
要
用
、
作
職
永
代
喜
渡
申
虚
実
正
也
へ
但
毎
年
大
塩
長
門

守
殿
へ
'
年
貢
壷
斗
五
升
納
所
候
て
、
作
職
末
代
可
有
御
知
行
候
へ
此
上
ハ
菟

(
為
脱
力
)

角
申
候
者
有
間
敷
候
、
仇
後
日
之
永
代
責
券
之
状
如
件
、

56

天
文
拾
互
.
川
年
二
月
l
日

命
時
(
花
押
)

野
崎
二
郎
右
衛
門
尉
殿

ま
い
る

サ

(
此
間
i
?
C
)

(
花
押
)

耳
庄
之
内
庭
々
買
得
目
録
之
事



一
参
段
者

l
壷
段
者

一
武
段
者
川
ケ
処
別
間

永
作
職
分

一
重
町
参
段
山
川
少
作
之

清
主
山
本
中
務
丞

同
大
塩
次
郎
右
衛
門
尉

同

木

村

右
燦
々
へ
任
代
々
持
侍
旨
、
被
成

此
内
四
段
八
畝
者
入
江
方
、
二
段
七

畝
町
堀
迄
廿
八
所
分
二
一
段
ハ
吉
祥

院
分
へ
三
段
半
山
田
少
者
木
村
方
分
、

何
年
貢
段
銭
如
先
々
可
納
所
也
へ

卸
判
上
者
、
向
後
如
何
様
之
族
雌
有
出
来
'

永
代
知
行
不
可
有
相
違
之
由
へ
披
仰
出
者
也
へ
の
下
知
如
件
へ

天
文
廿
二
年
十
一
月
十
日

左
衛
門
尉
(
花
押
)

野
崎
次
郎
右
衛
門
尉
殿

D
に
よ
れ
ば
'
野
崎
氏
は
山
田
一
所
の
作
職
買
得
に
よ
っ
て
同
地
の
年
貢
一
斗

五
升
を
大
塩
長
門
守
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
大
塩
氏
は
遠
敷
郡
□
田
縄
村

i.S3)

を
本
拠
と
す
る
武
田
氏
給
人
で
あ
る
が
耳
庄
佐
野
も
知
行
し
て
い
た
｡
し
た
が
っ

て
野
崎
氏
は
以
前
か
ら
大
塩
氏
と
の
問
に
年
貢
負
担
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
は
小

さ
-
な
い
が
'
E
j
で
買
得
し
た
山
田
は
実
は
大
永
五
年
(
l
五
二
五
)
「
三
野

(SI

(
佐
野
カ
)
住
人
」
弥
三
郎
な
る
者
が
売
却
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
少
な
-
と
も

こ
の
地
に
関
し
て
は
、
本
来
大
塩
長
門
守
と
弥
三
郎
の
間
に
存
し
た
年
貢
負
担
関

係
が
そ
の
ま
ま
大
塩
・
野
崎
両
氏
の
関
係
に
転
化
し
た
も
の
と
い
え
る
｡
こ
こ
に
へ

土
豪
が
百
姓
か
ら
の
土
地
集
積
の
過
程
で
武
田
氏
給
人
と
の
問
に
新
た
な
年
貢
負

担
関
係
を
生
じ
て
い
-
動
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
こ
と
は
t
E
に
お
い

最
i
:
;
択
摘
㍑
錆
諸
般
摘
締
結
:
<
」
(
摘
録
謹

責
・
段
銭
負
担
義
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
｡
な
お
、
野
崎
氏

は
武
田
氏
か
ら
買
地
安
堵
を
う
け
て
い
る
限
り
に
お
い
て
武
田
氏
給
人
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
か
ら
、
右
の
事
実
は
、
武
田
氏
給
人
が
相
互
に
重
層
す
る
得
分
権
を

分
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
若
狭
で
は
か
か
る
事
態
が
意
外
に
進
行
し
て
い
た

OS:

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

土
豪
層
に
属
す
る
田
辺
・
野
崎
両
氏
の
事
例
を
も
っ
て
国
人
領
主
も
含
め
た
給

人
全
体
の
土
地
売
買
を
論
じ
る
こ
と
に
は
多
少
の
問
題
も
あ
る
が
、
売
券
を
通
覧

す
れ
ば
、
程
度
の
差
は
あ
れ
知
行
分
の
絶
え
ざ
る
変
動
へ
及
び
収
取
関
係
の
複
雑

化
は
、
国
人
級
給
人
に
も
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

第
二
章
武
田
氏
の
買
地
安
堵

第
一
節
武
田
氏
に
よ
る
買
地
安
堵
の
確
立

入
間
田
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
諸
寺
院
の
寄
進
状
、
売
券
類
に
十
五
世

紀
後
半
か
ら
出
現
す
る
公
方
罪
科
文
言
の
主
格
は
'
地
頭
や
在
地
領
主
な
ど
で
は

な
く
、
明
ら
か
に
守
護
武
田
氏
で
あ
」
り
、
「
こ
の
地
域
に
お
け
る
土
地
の
売
買
・

寄
進
が
武
田
氏
に
よ
る
保
護
-
傘
下
に
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
(
一
五
八
頁
)
0

こ
の
所
論
で
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
二
つ
あ
る
｡
す
な
わ
ち
、
幕
府
に
よ
る
買

地
安
堵
の
存
在
と
'
在
地
領
主
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
｡
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
へ
そ

の
証
左
を
示
す
｡

諏'蝣-E-*r

F
④
l
片
山
太
郎
左
衛
門
尉
正
次
は
欄
は
九
十
八

的
・
*
-
 
'
蝣
=
"
^
サ
‾
州
t
^
"
=
公
文

賀
茂
庄
司
森
雅
楽
助
借
物
五
十
貫
文
、
質
券
之
地
若
州
賀
茂
庄
年
貢
'
本

利
相
富
分
、
任
倍
書
整
旨
'
可
収
納
之
由
御
奉
書
事

諏

左

将

(

文

明

八

)

⑥
l
片
山
大
郎
左
衛
門
尉
正
次
・
1
四
九

57



芝
E
E
太
郎
左
衛
門
預
銭
瑞
j
i
榊
貰
文
事
、
高
無
沙
汰
`
㌔

同
前
(
清
規
州
)

㊤
一
・
田
辺
四
郎
右
衛
門
尉
貞
次
同
日
(
文
明
十
・
九
・
廿
一
)

若
州
山
東
郷
内
州
措
㌫
撃
欝
棚
鷺
…
任
買
得
当
知
行
之
旨
、

可
申
請
御
下
知
N
々

同
前
(
諏
訪
)
市
迎
院
殿
御
弼
(
文
明
「
六
)

④
一
若
州
山
東
郷
番
頭
包
松
-
八
十
五
l
毒
芥
川今

号
撫
内

l
つ
く
て
山
文
明
八
咋
買
得
之
虞
'
去
年
よ
り
C
孫
三
郎
押
領
、

(
三
筆
略
)

被
召
出
彼
等
'
可
預
御
糾
明
之
由
'
1
々

こ
れ
は
、
幕
府
法
廷
に
も
ち
込
ま
れ
た
売
買
貸
借
関
係
の
訴
訟
を
記
録
し
た

「
政
所
賦
銘
引
杜
5
'
臥
中
か
ら
、
訴
人
と
論
人
(
㊨
,
④
)
、
又
は
訴
人
と
論
所
.

対
象
地
(
④
・
㊤
・
④
)
が
と
も
に
若
狭
に
関
係
の
あ
る
も
の
に
限
っ
て
抄
出
し

た
も
の
で
あ
毎
こ
れ
に
よ
れ
ば
,
文
明
年
間
の
若
狭
に
お
い
て
は
、
武
田
氏
給

人
か
ら
番
頭
ク
ラ
ス
の
百
姓
に
至
る
幅
広
い
階
層
の
問
で
、
土
地
売
買
の
保
障
者
へ

貸
借
に
か
か
る
係
争
の
調
停
者
と
し
て
幕
府
(
将
軍
)
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
'
売
券
に
み
え
る
徳
政
文
言
を
み
て
み
よ
う
｡
表
Ⅲ

は
'
徳
政
文
言
の
み
え
る
売
券
の
比
率
と
徳
政
の
種
別
に
つ
い
て
、
武
田
氏
に
よ

る
買
地
安
堵
件
数
と
合
わ
せ
て
年
代
別
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
｡
絶
対
数
が
少

な
い
た
め
そ
の
信
頼
性
に
問
題
は
残
る
が
、
一
五
世
紀
中
は
徳
政
文
言
の
み
え
る

確
率
が
高
い
こ
と
、
及
び
徳
政
種
別
と
し
て
は
天
下
一
同
徳
政
が
多
い
こ
と
、
が

認
め
ら
れ
よ
う
｡
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
に
若
狭
の
土
地
売
買
当
事
者
に
と
っ
て
'

幕
府
の
発
布
す
る
徳
政
が
、
の
ち
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
武
田
氏
の
徳
政
(
国

中
徳
政
)
よ
り
も
相
対
的
に
強
-
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
象
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
'
一
五
世
紀
段
階
に
お
い
て
は
、
若
狭
の
諸
階
層
に
と
っ

表Ⅲ武田氏治政期の徳政文言と武田氏の買地安堵件数

て
、
幕
府
権
力
が
土
地
売
買
保
障
者
と
し
て
ま
だ
確
実
に
意
識
さ
れ
、
現
実
に
機

能
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
、
一
六
世
紀
に
入
る
と
、
「
政

所
賦
銘
引
付
」
に
続
-
「
斌
草
案
之
引
付
」
・
「
披
露
条
々
事
」
・
「
別
本
紙
引

付
」
・
「
捲
川
親
俊
日
記
」
・
「
雑
記
」
な
ど
明
応
か
ら
永
禄
期
に
至
る
幕
府
政

所
沙
汰
関
係
諸
史
艶
い
ず
れ
に
も
、
前
に
F
を
抄
出
し
た
条
件
を
満
た
す
若
狭

関
係
記
事
が
見
当
ら
な
-

期 間
n w &

堵件数
売券数

徳 政 文 言

売券数 比 率 徳政 種別

1456 ′ 1469

8

6 1

>2b %

天下一同

1470 ‾ 1483 2 1 天下一 同

1484 ‾ 1497 14 3
J 2 1#

天下一 同

国 中

1498 - 151 1 5 1
天下一 同

永 地

1512 - 1525 7 1 } 5 %
国 中

天下一 同

1526 ‾ 1539 6 15 ～

1540 ‾ 1553 8 ll 1
} 6 %

1554 ‾ 1567 7 -

な
る
｡
こ
れ
と
符
合
す
る

か
の
よ
う
に
'
表
Ⅲ
に
よ

る
と
武
田
氏
の
買
地
安
堵

例
が
一
六
世
紀
に
入
っ
て

急
増
す
る
｡
水
藤
氏
が
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
検

討
の
結
果
、
一
五
世
紀
末

1
六
世
紀
初
頭
を
武
田
氏

の
戦
国
大
名
化
の
画
期
と

さ
れ
た
の
は
至
当
な
見
解

で
あ
り
、
武
田
氏
に
よ
る

貫
地
安
堵
の
急
増
は
'
幕

府
に
よ
る
安
堵
機
能
を
凌

駕
し
て
、
若
狭
に
お
け
る

事
実
上
最
高
の
土
地
安
堵

権
を
確
立
し
た
こ
と
を
物

語
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡

さ
て
、
入
間
田
氏
は
公

方
罪
科
文
言
の
主
格
を
す

べ
て
武
田
氏
と
み
な
さ
れ
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た
が
へ
水
藤
氏
は
逆
に
武
田
氏
家
臣
と
さ
れ
た
｡
氏
は
若
狭
に
お
け
る
売
券
の
罪

科
文
言
の
主
格
と
し
て
、
公
方
・
上
様
・
守
護
・
御
屋
形
様
・
御
代
宮
殿
・
地
頭
・

領
主
な
ど
を
抽
出
さ
れ
、
上
様
な
ど
明
ら
か
に
武
E
E
]
氏
を
指
す
語
は
「
例
外
と
し

て
除
」
き
、
他
は
い
ず
れ
も
同
じ
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
た
｡
以
前
笠
松
氏
は
売
券

の
罪
科
文
言
の
主
格
と
し
て
の
公
方
を
、
領
主
へ
地
頭
と
実
態
的
に
は
変
わ
ら
な

い
'
在
地
に
密
着
し
た
身
近
な
権
力
、
す
な
わ
ち
在
地
裁
判
権
を
も
つ
在
地
領
主

と
さ
れ
て
お
塩
)
水
藤
氏
は
こ
の
笠
松
説
に
嘉
す
る
(
但
し
水
藤
論
文
に
は
笠

松
論
文
を
参
照
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
)
｡
し
か
し
、
笠
松
氏
の
所
論
は
氏
自
身
断

わ
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
守
護
の
1
国
裁
判
権
を
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ

た
上
で
の
も
の
で
あ
る
上
へ
水
藤
氏
の
論
証
そ
の
も
の
に
も
疑
問
が
少
な
く
な
い

IS)

同
じ
勢
井
村
の
地
を
対
象
と
す
る
同
村
百
姓
の
亮
券
で
あ
り
な
が
ら
'
罪
科
文
言

の
主
格
と
し
て
公
方
・
上
様
・
御
代
宮
殿
・
時
之
地
頭
な
ど
多
様
な
も
の
が
記
さ

れ
て
い
る
事
実
は
(
長
源
寺
文
書
二
・
六
・
八
・
一
六
な
ど
)
、
少
な
く
と
も
公

方
を
武
田
氏
か
在
地
領
主
か
と
い
っ
た
二
者
択
丁
的
'
固
定
的
に
理
解
す
る
こ
と

が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
公
方
の
語
に
込
め

ら
れ
る
具
体
的
権
力
は
個
々
の
地
域
'
あ
る
い
は
時
期
に
よ
っ
て
区
々
で
あ
り
'

場
合
に
よ
っ
て
は
勢
井
村
の
よ
う
に
武
田
氏
も
代
官
も
含
め
た
、
「
地
下
」
に
対

比
さ
れ
る
公
権
力
を
漠
然
と
示
す
こ
と
も
あ
っ
た
t
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
う
a

し
た
が
っ
て
、
入
間
田
氏
の
よ
う
に
二
、
三
の
事
例
か
ら
一
五
世
紀
に
は
若
狭
の

土
地
売
買
が
武
田
氏
の
傘
下
に
入
っ
た
と
み
な
し
た
り
'
水
藤
氏
の
よ
う
に
若
狭

に
お
け
る
買
地
安
堵
の
主
体
を
在
地
領
主
の
み
に
帰
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
｡
罪
科
文
言
の
多
様
な
あ
り
方
を
虚
心
に
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
'
若
狭

に
お
け
る
買
地
安
堵
の
主
体
と
し
て
、
武
田
氏
(
上
様
・
守
護
・
屋
形
)
と
在
地

領
主
(
領
主
)
の
両
者
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
(
地
頭
・
代
官
と
領
主
の
性

格
に
つ
い
て
は
後
述
)
、
こ
の
こ
と
は
後
掲
表
Ⅳ
・
V
に
明
確
に
示
さ
れ
る
｡

以
上
要
す
る
に
、
T
五
世
紀
ま
で
は
若
狭
に
お
け
る
土
地
売
買
の
保
障
者
と
し

て
意
識
さ
れ
、
現
実
に
買
地
を
安
堵
し
て
い
た
の
は
幕
府
、
武
田
氏
、
在
地
領
主

の
三
者
で
あ
㌔
)
こ
の
う
ち
幕
府
の
み
一
六
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
そ
の
機
能
を
後

退
さ
せ
て
い
き
、
武
E
E
j
氏
が
領
国
内
最
高
の
安
堵
権
を
実
質
的
に
確
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
｡
な
お
、
在
地
領
主
も
ま
た
依
然
と
し
て
独
自
の
貴
地
安
堵
を
実
施
し

て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
｡

第
二
節
買
地
安
堵
の
方
法

武
田
氏
が
拾
人
や
寺
社
に
買
地
を
安
堵
す
る
場
合
、
前
章
に
掲
げ
た
史
料
B
と

C
、
あ
る
い
は
後
掲
L
と
E
の
よ
う
に
、
武
E
B
氏
当
主
の
判
物
(
宛
所
が
被
安
堵

者
で
な
い
B
は
特
殊
例
で
そ
の
意
味
は
後
述
)
と
、
武
田
氏
家
臣
が
奉
下
知
状
形

式
で
発
給
し
武
田
氏
当
主
が
柚
判
を
す
え
る
買
得
目
録
の
セ
ッ
ト
で
実
施
す
る
の

が
も
っ
と
も
一
般
的
で
あ
る
｡
し
か
し
'
時
に
は
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
｡

G
兵
部
少
輔
知
行
山
下
分
之
内
田
地
壱
段
大
、
為
当
寺
定
燈
料
買
得
之
由
、
得
其

心
候
、
任
信
家
責
券
井
寄
進
状
之
旨
、
全
寺
務
'
永
代
知
行
不
可
有
相
違
之
状

如
件

59

天
文
五
年
柑
四
月
廿
l
日

1
f
福
寺覚

阿
上
人

(
武
川
化
光
)

沙
弥
宗
勝
(
花
押
)

(
西
福
寺
文
書
二
九
)

B
-
C
、
屯
～
E
が
1
括
安
堵
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
個
別
安
堵
と
い

え
よ
う
｡
表
Ⅳ
は
、
管
見
に
入
っ
た
武
田
氏
の
買
地
安
堵
例
(
寄
進
地
な
ど
と
の

一
括
安
堵
も
含
む
)
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
C
や
E
の
よ
う
な
形
式
の
文
書
の
発
給
手
順
に
つ
い
て
は
、
水
藤
氏

一

の
綿
密
な
考
証
が
あ
る
(
前
掲
論
文
六
九
～
七
一
頁
)
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
安

堵
申
請
者
が
奏
者
(
C
の
真
理
へ
豆
の
左
衛
門
尉
'
奏
者
の
呼
称
に
つ
い
て
は
研

究
の
余
地
が
あ
る
)
に
安
堵
対
象
を
書
き
上
げ
た
目
録
を
提
出
、
②
奏
者
の
祐
筆



備考(判物の安堵文言など)

任証文旨,寺領永代不可有相違

(元信柚判,奉書文言はない)

任大方殿御寄進状之旨,妙興寺知行永代不可有相違

任証文之旨,永代寺領不可有相違者也

(Nalに同じ)

目録任御判旨,永知行不可有相違(目録)

(史料K)

任白井八郎次郎伊胤清券之旨,可令知行,殊為新寄
進,苑行覚阿上人畢

白井石見守清胤売券明鏡之上者,任仏国寺殿御判之
旨,高野堂厳阿弥永代知行不可有相違

於向後寄付井寺僧等令買得田地在之者,為所寄進,
前々可相准者也

任慈済寺御寄進状之旨,妙興寺知行永代不可有相違

(史料G)

寺家修理之為調法倍付之問,縦範囲中徳政延公事以
下之法申付,不依高利小利-一一末代不可有棄破

任売券之旨,全寺務永代知行不可有相違

任証文之旨,為寺領前後共仁永代知行不可有相違

任先御判等之旨,為新寄進,妙興寺知行不可有相違

為新寄進,苑行飯盛寺上坊乗憲僧都畢

為新寄進,条々被相定畢(目録でなく「条々」 )

(史料B・C)

(寺内寄宿乱妨停止,諸役免除などを含む判物)

目録之趣被成御判上者,永代無相違可有知行(目録)

為扶持苑行沼田菊松丸畢,任清券之旨,無他妨永代
知行不可有相違

(史料L・E)

神宮寺26

仏国S蝣】

妙興寺4・5

神宮寺30

〟 34

36

明通寺115
〟 116

妙興寺6

西福寺29

〟 31

〟 35

神宮寺

妙興寺

飯盛

mn与

4

3

8

寺

1

9

田辺

妙光寺5

t'†m -'f

西福寺
′!

C
O
?
7
,

4
4

が
目
録
と
安
堵
文
言
を
清
書
し
て
武
田
氏
当
主
に
提
出
へ
③
当
主
の
祐
筆
が
安
堵

判
物
の
本
文
を
清
書
、
④
決
裁
の
日
に
祐
筆
が
日
付
を
入
れ
て
当
主
に
提
出
、

⑤
当
主
が
判
物
と
目
録
の
柚
に
加
判
、
⑥
目
録
に
奏
者
が
自
署
し
て
発
給
へ
と
な

る
.
こ
れ
に
一
つ
加
え
る
と
す
れ
ば
、
申
請
者
は
必
ず
亮
券
等
の
支
証
を
あ
わ
せ

て
提
出
し
、
武
田
氏
に
よ
る
審
査
を
う
け
た
は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
も
武
田

氏
に
よ
る
買
地
安
堵
は
、
安
堵
を
う
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
か
ら
始
ま
る
と
い

う
点
を
、
自
明
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
す
な
わ
ち
、
戦

国
大
名
の
買
地
安
堵
は
(
ど
の
種
の
安
堵
も
同
様
)
へ
け
っ
し
て
何
ら
か
の
政
策

的
意
図
の
も
と
に
統
l
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
名
に
と
っ
て
は
あ
く

ま
で
も
受
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
個
別
的
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ

'



表Ⅳ武田氏の買地安堵

Na 年 月 日 安堵者 被安堵者
安 堵 方 法

安 堵 対 象
判物 目録 (発給者)

1 永正 10.ll.19 元 信

′′

′!

′′

元 光

′′

〟

′′

′′

′′

′′

〟

!′

!′

信 豊

!′

ノ′

′′

〟

′′

′′

′′

〟

神 宮 寺 ○

○

南 部 家 行

当寺諸寄進買得田畠山林等

2 〝 14.12.20 仏 国 寺 御買得所々

3 〝 15.12.13 妙 興 寺 粟 屋 元 隆

新左衛門尉光経

四郎兵衛尉膳忠

遠敷郡内所々買得田地

4 〝 16.ll.19 神 宮 寺

〟

香川大和守

○ 在々所々寄進買得田畠山林等

5 X tK 3.ll.17 ○

○

(Na l に同じ)

6 〝 4. 8.26 鳥羽庄内買得之田地

7 〝 4ー10.23 西村 次 盛 遠敷郡今昌庄多田村新田董反百歩

8 〝 5ー3. 1 西 福 寺 ○ 賀茂庄半済一円散在買得

9

10

〝 5. 9. 5

〝 8. 3.21

高野堂厳阿

弥

明 通 寺

○

○

(註文別紙在之)

粟 屋 元 勝

賀茂庄之内龍通寺田地豆段山林屋

敷等, 井彼在所之内名田買得田

明通寺領井寄進買得田畠山林等

ll 8. 8.13 妙 興 寺 ○ (目録別紙在之) 遠敷郡之内買得之田地九段

12 天文 5. 4ー21 西 福 寺

′′

〟

神 宮 寺

○

(目録別紙在之)

兵部少輔知行山下分之内田地萱段

13

14

〝 5. 9.20

〝 6.ll.27

○

○

西福寺常住借付米銭興行之頼子
! 買得之円畠山林等

藤井保領家分之内下地二段

15 〝 8. 8.26 ○ (NolI - 5 に同じ)

6 〝 9. 2.23 妙 興 寺 ○ (Na il に同じ)

17 〝 9ー3.ll 飯 盛 寺 ○ 右 京 進 所々別当職井買得等

18 〝 9. 6. 1 羽 賀 寺 ○ 粟 屋 光 若 寺領.井諸寄進買徳田畠山林等

19 〝 12. 7. 9 田辺又四郎 ○ 真 理

大 和 守

〟

左 衛 門 尉

山東郷之内所々買得

20 〝 16. 3. 8 妙 光 寺 ○ 諸寄進講買徳 など

21 〝 19. 6.20 谷 田 寺 ○ 所々買得

22 〝 19.10.20 沼田菊松丸 ○ 耳庄新庄之内EEl畠買得

23 〝 22.ll.10 野崎次郎右

衛門尉

○ 耳庄之内処々買得

荏(1)寄進地のみを対象とする安堵例は除外した｡
(2)典拠の項の数字はF小浜市史｡社寺文書編の文書番号.ただし, Na7は「尊経閣古文書纂」

29 (東京大学史料編纂所写真帳), Na17は『大飯郡誌｡所載飯盛寺文書, No.19・23は『三
方郡誌」所収田辺半太夫文書・野崎胸太郎文書｡
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第
三
節
買
地
安
堵
申
請
の
背
景

買
主
が
権
力
に
買
地
安
堵
を
申
請
す
る
目
的
は
、
い
う
ま
で
も
な
-
貫
地
に
対

す
る
他
者
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
の
排
除
に
あ
る
｡
そ
の
他
者
の
侵
害
の
具
体
的
あ
り

様
は
、
売
券
や
買
地
安
堵
関
係
文
書
に
示
さ
れ
る
｡
若
狭
で
み
ら
れ
る
そ
の
種
の

文
言
と
し
て
は
'
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡

H
㊥
万
l
為
本
主
之
由
申
'
寄
事
於
左
右
、
錐
及
競
望
、
不
可
能
許
容
者
也
(
棉

宮
寺
文
書
二
六
)

⑨
某
号
師
弟
親
類
へ
違
乱
之
輩
不
可
在
之
者
也
(
明
通
寺
文
書
一
二
〇
)

㊤
活
主
難
有
相
違
之
儀
、
不
可
有
異
儀
(
後
掲
史
料
L
)

(証)

④
但
於
後
目
へ
本
名
と
し
て
出
銭
く
わ
や
-
等
之
事
申
候
共
'
此
燈
文
之
旨
に

ま
か
せ
承
引
有
間
敷
候
(
明
通
寺
文
書
一
〇
七
)

㊤
縦
難
有
本
名
主
職
退
転
之
儀
、
為
新
寄
附
之
条
、
更
不
可
有
相
違
(
西
福
寺

文
書
一
九
)

有
す
る
か
ら
で
あ
り
'
「
非
日
常
的
状
況
」
の
到
来
を
契
機
に
永
代
売
買
が
買
戻

し
可
能
な
質
契
約
に
転
化
す
る
の
だ
と
さ
れ
毎
勝
俣
説
の
弱
点
を
つ
い
た
好
論

と
思
わ
れ
る
が
、
若
干
の
疑
問
も
な
い
で
は
な
い
｡
氏
は
「
塵
芥
集
」
が
l
三
世

紀
の
相
論
と
「
寸
分
の
狂
い
も
な
」
い
原
則
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
両
売
を
禁
止
し

て
い
る
の
は
、
永
代
売
買
に
お
け
る
請
戻
し
権
を
否
定
す
る
社
会
的
通
念
が
中
世

を
通
じ
て
一
貫
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
っ

て
へ
三
世
紀
も
経
っ
て
な
お
分
国
法
に
よ
っ
て
両
売
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

程
に
「
本
主
権
」
が
根
強
く
存
在
し
続
け
た
と
の
解
釈
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
0

ま
た
へ
中
世
の
土
地
売
買
が
得
分
権
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
は
そ

の
通
り
で
あ
る
し
、
そ
こ
に
勝
俣
氏
の
い
わ
れ
る
開
発
地
に
対
し
て
開
発
者
の
も

つ
よ
う
な
「
呪
術
的
土
地
所
有
観
念
」
を
措
定
す
る
の
も
確
か
に
問
題
で
あ
ろ
う
0

し
か
し
'
次
の
売
券
(
妙
楽
寺
文
書
一
九
)
を
み
て
み
よ
う
｡
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‾
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v
荘
レ
=
㍑
出
H
t

㊥
は
売
地
に
対
す
る
売
主
本
人
の
'
⑥
は
売
主
の
血
縁
・
法
縁
の
者
の
、
そ
れ

ぞ
れ
潜
在
的
所
有
権
が
意
識
さ
れ
て
い
る
｡
笠
松
・
勝
俣
氏
ら
は
徳
政
を
支
え
る

社
会
的
通
念
と
し
て
'
原
始
以
来
の
「
土
地
と
本
主
の
t
体
観
念
」
を
提
示
さ
れ

(S)
た
｡
こ
の
魅
力
に
満
ち
た
説
に
対
し
て
、
最
近
菅
野
文
夫
氏
は
、
中
世
後
期
に
は

永
代
売
買
は
買
戻
し
を
許
さ
な
い
と
す
る
法
理
が
確
立
し
て
お
り
、
し
か
も
、
得

分
権
を
対
象
と
す
る
中
世
の
土
地
売
買
の
中
に
'
「
土
地
と
本
主
の
l
体
観
念
」

を
措
定
す
る
の
は
正
し
く
な
い
'
「
本
主
権
」
が
発
動
さ
れ
る
の
は
、
永
代
売
買

が
質
契
約
と
同
質
の
経
済
的
機
能
-
加
地
子
負
担
を
債
務
の
返
済
と
み
な
す
-
を

右
田
地
者
、
堆
為
重
代
相
伝
、
依
有
要
用
へ
直
銭
五
貫
文
仁
責
渡
所
実
正
明
白

也
へ
但
巳
前
之
清
券
者
参
段
董
通
仁
員
候
間
、
其
内
書
技
量
段
責
渡
上
者
へ
(
毎
㊨
_

年
本
投
銭
式
百
文
へ
公
方
-
 
I
納
所
候
繭
へ
後
々
末
代
可
有
知
行
者
也
、
(
罪
科

文
言
略
)永

禄
九
榊
年
十
1
月
廿
l
日

西
蔵
房
栄
漁
ま
い
る

;
-
・
-
」
的快

栄
(
花
押
)



右
の
売
買
は
加
地
子
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
(
e
一
)
、
そ
れ
は
以
前
買
得

し
た
も
の
で
あ
る
が
(
㊨
)
'
売
主
快
栄
は
こ
れ
を
重
代
相
伝
の
田
地
と
称
し
て

い
る
(
㊥
)
｡
つ
ま
り
、
た
と
え
得
分
権
を
対
象
と
す
る
売
買
で
も
'
売
買
当
事

者
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
土
地
の
売
買
と
意
識
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
へ
買
地
で
あ
っ

て
も
ー
何
年
前
の
買
地
か
は
不
明
で
あ
る
が
文
字
通
り
数
代
も
前
で
は
な
か
ろ
う
ー

「
重
代
相
伝
」
の
地
に
転
化
し
得
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
、
呪
術
的
意
味
で
は
な

い
に
せ
よ
'
菅
野
氏
の
い
わ
れ
る
質
契
約
と
は
別
の
、
「
本
主
権
」
に
な
り
得
る
、

成
熟
し
た
「
土
地
」
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡

H
-
㊤
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
示
唆
的
な
の
は
'
「
塵
芥
集
」
の
次
の
条

文
で
あ
る
｡

(
九
八
条
)

l
一
は
い
と
く
の
所
帯
、
書
く
た
し
を
と
り
、
ち
き
や
う
せ
し
む
る
と
こ
ろ
に
、

く
た
ん
の
し
ょ
た
い
へ
よ
う
く
有
に
よ
っ
て
う
り
地
に
な
す
、
し
か
る
に
、

う
り
ぬ
し
さ
い
く
わ
あ
る
の
と
き
成
敗
を
く
わ
へ
、
所
帯
等
け
っ
し
ょ
せ
し

む
'
と
か
に
ん
の
う
り
地
た
る
に
よ
り
、
お
な
し
-
け
っ
し
ょ
に
な
る
も

(
下
略
)

(
f
?
^
W
)

一
書
-
た
し
を
と
ら
さ
る
か
い
地
の
事
へ
か
の
う
り
ぬ
し
と
か
あ
る
の
ゆ
へ
へ

け
っ
し
よ
の
地
と
な
る
へ
(
下
略
)

こ
こ
か
ら
、
売
主
が
罪
科
を
得
た
場
合
'
彼
の
売
地
も
開
所
と
な
る
原
則
が
存

在
す
る
こ
と
も
そ
し
て
こ
の
原
則
は
伊
達
氏
の
書
下
に
よ
る
安
堵
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
得
る
こ
と
t
が
指
摘
で
き
よ
う
｡
伊
達
氏
領
国
に
比
べ
て
は
る
か
に
職
の

分
化
が
進
展
し
て
い
た
若
狭
に
お
い
て
も
、
「
塵
芥
集
」
と
ま
っ
た
-
同
じ
法
理

が
生
き
て
い
た
こ
と
を
、
H
-
◎
は
示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
へ
売
主
に
「
相
違

之
儀
」
が
あ
っ
て
も
彼
か
ら
の
買
地
に
そ
の
影
響
が
及
ば
な
い
こ
と
を
武
田
氏
が

保
障
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
清
却
地
と
売
主
の
一
体
観
念
を
前
提
と
す
る
も
の
と

い
え
よ
態
H
6
は
こ
の
観
念
が
本
名
主
と
名
抜
地
の
間
に
も
存
在
し
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
し
、
H
I
④
は
本
名
主
の
名
抜
地
に
対
す
る
潜
在

的
支
配
権
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
買
地
安
堵
の
例
で
は
な
い
が
、
永
禄
九
年
(
1

五
六
六
)
武
田
義
統
は
白
井
勝
胤
に
給
地
を
宛
行
う
際
、
「
自
然
立
帰
先
領
主
、

錐
企
如
何
様
之
愁
訴
,
這
不
可
能
許
容
者
也
」
と
述
べ
て
い
毎
こ
れ
は
お
そ

ら
く
「
先
領
主
」
の
「
本
主
権
」
に
も
と
づ
-
愁
訴
を
想
定
し
'
武
田
氏
が
こ
れ

を
否
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
か
か
る
「
本
主
権
」
の
主
体
が
、
H
-
④
～
◎

の
.
こ
と
く
売
主
本
人
及
び
そ
の
縁
類
な
の
か
'
あ
る
い
は
H
I
㊥
か
ら
類
推
さ
れ

る
よ
う
に
売
主
以
外
の
㌔
㌻
り
以
前
の
本
主
)
な
の
か
は
必
ず
し
も
判
然
と
せ

ず
へ
そ
の
究
明
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
'
「
土
地
」
-
内
実
は

得
分
権
で
あ
っ
て
も
土
池
と
意
識
さ
れ
る
-
と
人
の
一
体
観
は
、
戦
国
期
の
若
狭

に
お
い
て
も
根
強
く
潜
伏
し
て
い
て
'
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
売
主
の
関
所
と
い
っ

た
「
非
日
常
的
状
況
」
の
到
来
を
契
機
に
頑
を
も
た
げ
よ
う
と
す
る
状
況
が
存
在

し
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
う
｡
こ
れ
が
'
買
主
を
し
て
武
田
氏
に
買
地

安
堵
申
請
を
さ
せ
た
原
動
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
t
方
、
武
田
氏

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
彼
の
員
地
安
堵
は
客
観
的
、
結
果
的
に
は
、
そ
う
し
た
観
念

を
徹
底
的
に
粉
砕
し
て
'
自
己
の
判
物
を
領
国
に
お
け
る
土
地
所
有
確
認
の
最
高

の
法
的
根
拠
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

な
お
、
買
主
の
権
力
へ
の
安
堵
申
請
の
よ
り
基
本
的
背
景
は
'
加
地
子
負
担
者
-

百
姓
と
買
主
の
間
に
お
け
る
矛
盾
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
点
に
関
す
る

的
碓
な
徴
証
は
示
し
得
な
い
が
、
白
井
伊
胤
が
賀
茂
庄
内
の
田
地
を
売
却
し
た
売

券
(
西
福
寺
文
書
四
)
に
「
為
其
賀
茂
庄
百
姓
等
請
人
軸
判
形
加
へ
長
責
渡
候
」
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と
あ
っ
て
、
同
庄
百
姓
が
請
判
を
添
え
た
例
が
あ
る
｡
こ
れ
は
加
地
子
収
取
の
可

否
が
ま
さ
に
百
姓
の
動
向
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
'
買
主
に
と
っ

て
売
券
の
み
で
は
け
っ
し
て
楽
観
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
買
得

分
の
安
定
的
確
保
の
た
め
に
権
力
の
保
障
が
希
求
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡

第
三
章
買
地
安
堵
と
大
名
領
国
制

第
一
節
買
地
安
堵
と
知
行
制

戦
国
大
名
は
'
軍
役
体
系
の
根
幹
に
か
か
わ
る
家
臣
給
地
の
売
買
を
原
則
的
に

禁
止
す
る
こ
と
が
多
武
田
氏
も
例
外
で
は
な
か
っ
㌔
)
し
か
し
,
既
述
の
よ

う
に
武
田
氏
給
人
の
土
地
売
買
は
広
範
に
み
ら
れ
、
給
地
を
対
象
と
す
る
売
買
も

珍
し
く
な
か
っ
㌔
)
こ
の
よ
う
な
給
人
所
領
の
変
動
は
、
戦
国
大
名
に
と
っ
て
で

き
を
だ
け
正
確
に
把
握
し
た
い
は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
欲
求
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ

う
に
、
買
主
の
申
請
を
う
け
て
実
施
す
る
買
地
安
堵
に
よ
っ
て
、
限
界
は
あ
る
に

せ
よ
一
定
程
度
実
現
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
本
節
で
は
、
武
田
氏
が
買
地
安
堵

に
よ
っ
て
い
わ
ば
図
ら
ず
も
掌
握
す
る
こ
と
と
な
っ
た
給
人
員
地
を
ど
の
よ
う
に

処
理
し
た
か
、
ま
た
そ
れ
は
知
行
制
と
の
関
連
で
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
か
考

え
て
み
た
い
｡

K
若
州
遠
敷
郡
今
盲
庄
多
田
村
新
田
之
内
憂
段
百
歩
事
、
任
清
券
之
旨
、
為
給
分

苑
行
西
村
与
三
右
衛
門
尉
次
盛
挙
者
、
永
代
知
行
不
可
有
相
違
状
如
件
、

は
表
Ⅳ
恥
2
2
の
武
田
信
豊
判
物
に
「
為
扶
持
宛
行
」
と
あ
っ
た
り
、
寺
社
に
対
す

る
買
地
安
堵
を
「
為
新
寄
進
宛
行
」
(
表
e
g
o
o
)
な
ど
と
表
記
す
る
の
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡
同
様
の
例
は
若
狭
周
辺
に
も
容
易
に
見
出
し
得
る
｡
た

歪
頂
越
前
の
朝
倉
孝
景
は
、
永
正
二
年
六
月
l
三
日
付
三
田
村
小
三
郎
宛
判

物
の
中
で
「
所
々
買
得
目
録
封
裏
芝
、
仇
為
新
恩
知
行
不
可
有
相
違
」
と
述
べ
て

(唱)

い
る
し
、
美
濃
で
も
同
1
五
年
九
月
二
1
日
付
土
岐
政
房
判
物
に
「
令
買
得
田
地

等
之
事
へ
為
新
給
可
全
領
知
」
と
み
え
る
｡
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
論
理
は
、
売
買

と
い
う
、
純
粋
経
済
的
私
的
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
買
地
を
、
大
名
側
は
「
給
分
」

・
「
扶
持
」
・
「
新
患
」
に
す
り
替
え
て
、
こ
れ
を
「
宛
行
」
と
い
う
封
建
領
主

権
の
発
動
に
よ
っ
て
「
安
堵
」
(
札
、
知
行
制
に
組
み
込
も
う
と
す
る
も
の
で
、
い

わ
ば
買
地
の
給
地
化
と
い
え
る
｡

そ
れ
で
は
、
武
田
氏
は
こ
の
よ
う
に
し
て
安
堵
し
た
給
人
の
買
地
を
ど
う
し
た

で
あ
ろ
う
か
｡

1

・

-

1

ト

‥

L
若
州
三
方
郡
耳
庄
之
内
へ
野
崎
次
郎
右
衛
門
尉
抱
分
買
得
付
永
作
職
之
事
県
-
¥
!

清
主
錐
有
相
違
之
儀
、
不
可
有
異
議
、
井
国
中
買
地
方
臨
時
之
′
諸
役
申
付
族

堆
在
之
'
不
混
自
余
令
免
除
者
也
、
然
者
任
支
謹
目
録
親
譲
之
旨
へ
無
他
妨

-64-

永
代
知
行
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

天
文
廿
二
年
十
一
月
十
日

(
代
目
'
蝣
2
C
>

(
花
押
)

大
永
四
年
十
月
廿
三
日

(
武
川
元
光
)(

花
押
)

こ
の
文
書
(
表
f
c
g
^
)
で
、
武
田
元
光
は
西
村
次
盛
の
貫
地
を
安
堵
す
る
の

に
'
「
為
給
分
宛
行
」
う
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
れ

(
3
)

こ
れ
は
前
掲
史
料
E
と
対
を
な
す
武
田
信
豊
の
買
地
安
堵
状
で
あ
る
が
、
こ
の

中
に
「
国
中
買
地
方
臨
時
之
諸
役
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
、

武
田
氏
は
㌶
員
地
役
〟
と
で
も
汎
称
し
得
る
よ
う
な
賦
課
を
実
施
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
朝
倉
氏
も
「
買
得
目
録
十
分
二
と
い
う
、
お

そ
ら
-
朝
倉
氏
の
安
堵
-
把
握
し
た
買
得
目
録
に
算
出
確
定
さ
れ
た
得
分
を
規
準



㍉

4

6

)

と
す
る
役
を
斌
課
し
て
い
た
｡

以
上
の
よ
う
に
、
武
田
氏
や
朝
倉
氏
は
、
買
地
安
堵
に
よ
っ
て
掌
握
し
た
給
人

の
貫
地
を
知
行
制
の
中
に
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
先
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
こ
の
買
地
に
は
農
民
的
所
職
'
中
間
得
分
権
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

は
改
め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の
点
を
'
前
掲
史
料
D
に
即
し
て
再
検
討

し
て
み
よ
う
｡
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
野
崎
氏
は
こ
の
買
得
の
結
果
大
塩
氏
と

の
間
に
年
貢
負
担
関
係
を
生
じ
た
｡
大
塩
氏
の
取
得
分
が
ど
の
程
度
武
田
氏
に
よ
っ

て
把
握
さ
れ
て
い
た
か
は
別
に
し
て
'
弥
三
郎
1
命
時
1
野
崎
氏
と
転
売
さ
れ
た

作
職
得
分
は
、
少
な
-
と
も
命
時
、
又
は
野
崎
氏
が
武
田
氏
に
安
堵
申
請
し
な
い

限
り
、
武
田
氏
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
得
分
は
、
野

崎
氏
が
七
年
後
に
武
田
氏
か
ら
う
け
た
買
地
安
堵
の
対
象
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
が
(
前
掲
史
料
E
参
照
)
、
も
し
こ
れ
が
武
田
氏
か
ら
安
堵
さ
れ
る
に
至
る
と

す
れ
ば
'
そ
れ
ま
で
大
塩
氏
の
取
得
分
の
背
後
に
隠
れ
て
武
自
民
の
眼
に
触
れ
な

か
っ
た
中
間
得
分
が
、
野
崎
氏
の
買
地
と
い
う
姿
で
武
田
氏
の
前
に
現
わ
れ
出

る
こ
と
を
意
味
す
る
｡

か
-
し
て
、
武
田
氏
の
貫
地
安
堵
の
意
義
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
｡
す
な
わ
ち
'
買
主
の
申
請
に
も
と
づ
く
受
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

在
地
に
形
成
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
剰
余
を
、
重
層
し
た
ま
ま
並
列
的
に
把
捉
し
て

知
行
制
に
組
み
込
む
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
｡
い
わ
ば
、
武
田
氏
は
領
国

に
お
け
る
加
地
子
売
買
の
盛
行
の
中
に
身
を
委
ね
た
ま
ま
で
、
結
果
的
に
知
行
制

の
基
礎
の
量
的
拡
大
を
実
現
し
得
た
の
で
あ
る
｡

第
二
節
在
地
領
主
の
買
地
安
堵
と
大
名
権
力

'
i
J
S
網
)

M

為
心
得
書
留
上
書
押
紙
有
之

塩
漬
壱
昇
同
補
任

(
実
茂
)

以
上
布
施
肥
後
守
殿
へ
渡
清
券
補
任
の
う
つ
し
」

永
代
責
野
中
塩
漬
之
事

'.V)

合
壱
上
者

右
件
塩
演
者
、
錐
為
見
定
大
夫
先
祖
相
侍
私
領
、
依
有
要
用
、
限
永
代
七
貰
伍

百
文
二
、
三
宅
孫
右
衛
門
尉
殿
二
責
渡
申
所
実
正
明
自
也
、
殊
公
方
年
貢
相
副

L
青
<
」
<
=
・
)

責
渡
申
上
ハ
'
於
此
下
地
不
可
有
相
違
候
、
若
号
子
々
孫
々
違
乱
撃
在
之
、
為

領
主
堅
可
預
御
罪
過
者
也
、
仇
永
代
責
券
状
如
件
、

延
徳
昔
年
八
月
十
六
日
甲
的
繭
村
.
J
定
率
郎
判

見
定
散
田
内
、
塩
漬
壱
昇
へ
永
代
責
渡
申
者
也
、
但
在
所
者
、
鼻
の
わ
き
八
昇

目
也
'
然
上
ハ
令
補
任
所
之
状
如
件
へ

明
鷹
七
年
棚
畑
田
修
理
亮

九

月

七

日

賢

清

判

三
宅
孫
右
衛
門
尉
殿

(
裏
書
略
)

こ
の
文
書
(
妙
楽
寺
文
書
三
)
は
、
端
裏
書
へ
及
び
天
正
四
年
丁
二
月
六
日
布

施
実
茂
売
券
等
請
取
証
文
(
同
文
書
二
四
)
に
よ
る
と
'
布
施
実
茂
の
親
が
妙
楽

寺
快
栄
に
預
け
た
銭
を
快
栄
が
返
済
で
き
な
-
な
っ
た
た
め
、
そ
の
代
償
と
し
て

妙
楽
寺
か
ら
実
茂
へ
塩
浜
一
昇
の
売
券
と
「
補
任
状
」
を
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
際
、

妙
楽
寺
が
書
留
め
た
写
し
で
あ
る
｡
さ
て
、
後
半
の
「
補
任
状
」
に
当
る
部
分
は
、

こ
の
場
合
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
後
掲
表
Ⅴ
に
示
す
他
の
例
と
同
様
、
買
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安 堵 対 象 備 考 (安堵文言など) 典 拠

甲崎南村塩浜壷昇 (史料M ) 妙楽寺 3

賀茂庄半済】円散田五段半 売券相副令補任註 西福寺 5

太良庄本所方鳴滝村山畠 彼者任売券之旨, 孫権守口相違可為知行候

(,S8A

(地頭政所瑞泉の寄進状の袖判)

高 鳥 居

国富庄地頭分犬熊野浦田地武段 犬熊区有 1

太良庄半済方助国名四分一 為此売券補任, 永代知行不可有相違者也 高 鳥 居

国富庄地頭分羽賀村貞永名四分 永代買得 , 同任代々相伝支証, 年貢等勤之, 羽賀寺 16

龍泉寺 1

費田地董段 奥坊台尊永知行不可有相違之旨, 被仰下畢

宮川保新保村中島名抜地小 けいそん孫太郎前より売けんの状之旨ニまか
せ, 林五郎左衛門尉ニ宛行所実地

某知行分末野品 皇欝 抱分之札 田地董段

御買徳之由候, …. ‥…為後日苑状如件

飛川村平大夫抱之内田地壷段御買得之由, 得
其意候, ‥ .….仇補任之状如件

右坪段買得云々, . ‥….仇補任状如件

末野田地壷段

飛川村田地壷段

サUH寺 4

妙興寺 7

寓EEl郷田地四段 ( 2 筆) 妙楽寺 12

鉢興寺田辺屋敷東郷田地壷段 (中村親毘の寄進状の抽判) 明通寺 125

富田郷柄在家名田地参段大 任彼証文井寄進状之旨, 永代知行不可有相違
之由, 被仰出候, 仇令補任状如件

彼任清券之旨, 永代知行不可有相違之由, 被
仰出者也, D,令補任之状如件

妙興寺二位公狂寄進申之由, 得其心候 , .‥
永知行不可有相違者也, 仇補任之状如件

妙楽寺 14

富田郷内田地壷段 谷田寺 5

(N0.9 に同じ) 妙興寺 9

主
三
宅
氏
に
対
し
て
そ
の
買
得
分
を
安
堵
し
た
、
貫
地
安

堵
状
と
い
え
る
｡
こ
の
補
任
状
の
発
給
者
畑
田
氏
は
、
当

該
塩
浜
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
甲
崎
浦
に
拠
城
を
構
え
て

い
た
武
士
で
、
彼
こ
そ
前
半
の
売
増
罪
科
文
言
に
み
え

る
「
領
主
」
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
、
罪
科

文
言
で
武
田
氏
以
外
に
処
罰
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

在
地
領
主
も
'
確
か
に
貫
地
安
堵
を
実
施
し
て
い
た
の
で

あ
る
｡
表
V
は
在
地
領
主
に
よ
る
買
地
安
堵
例
を
、
寄
進

地
安
堵
と
あ
わ
せ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ

れ
ば
'
形
式
と
し
て
は
「
補
任
状
」
・
「
宛
行
状
」
が
も
っ

と
も
1
般
的
で
'
時
に
寄
進
状
袖
判
(
^
・
3
)
や
、

被
官
奉
補
任
状
柚
判
と
い
っ
た
(
恥
U
3
.
C
M
へ
武

田
氏
と
ま
っ
た
く
同
じ
方
法
も
み
ら
れ
た
｡
ま
た
安
堵
者

自
身
が
売
主
で
あ
る
場
合
は
'
売
券
と
は
別
に
宛
行
状
を

出
す
か
(
」
<
"
)
'
売
券
の
中
に
〝
補
任
文
号
只
を
記
す

な
ど
し
て
い
る
(
l
ォ
)

と
こ
ろ
で
、
売
券
の
罪
科
文
言
に
は
領
主
の
他
に
地
頭
・

代
官
も
あ
っ
た
が
(
前
章
)
、
「
或
領
主
或
代
官
等
」
(
万

・. I,.I: I.I:I..I-.:I.... I. '=..''.''..'':I::I.::.. ''・.:. I:.:

か
ら
も
'
た
と
え
ば
武
田
氏
直
轄
領
の
代
官
の
よ
う
な
存

在
で
、
在
地
性
が
比
較
的
弱
く
単
な
る
年
貢
徴
集
者
に

す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
'
領
主
は
へ
た
と

ニ
∴
㍉
「
蝣
/
蝣
'
∴
I
'

収
取
者
と
し
て
よ
り
村
落
に
密
着
し
た
支
配
を
実
現
し
て

い
た
在
地
領
主
に
ふ
さ
わ
し
い
名
辞
で
あ
る
｡
表
Ⅴ
の
安

堵
者
の
う
ち
、
先
述
し
た
畑
田
氏
の
他
、
賀
茂
庄
の
白
井
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表Ⅴ若狭における在地領主の貫地・寄進地安堵

NQ 年 月 日 安 堵 者 被 安 堵 者 安 堵 方 法

1 明応 7. 9 . 7 tra m 腎 三宅孫右 衛門尉 補 任 状

2 永正 3. 4. ll 白井伊胤 三 郎 五 郎 苑 行 状

3

4

10.l l. 3

12. 3 .19

桑 [ ]

(原元正)

某 清光

孫 権 守 (関連 文書に 「苑状 」)

(得良御前神社) 寄 進 状 抽 判

5 大永 4. 6. 1 山県勝政 ? (孫権守 カ) (売券 に 「補任」の文言)

6 享 禄 2. 正 11 某 清光 奥 坊 台 等 浄 泉 奉 安 堵 状 柚 判

7 〝 4ー11. 1 粟 屋元行 林五郎左衛 門尉 苑 行 状

〟

補 任 状

〟

等 進 状 抽 判

8、

9

10

天 文 6 . 4. 6

〝 7. 2. 2

〝 7.12.13

寺 井家忠

〟

?

(= 対b 13 )

谷 田 寺 上 坊

?

西 蔵 坊

ll 〝 10 .12.20 武 田信 当 明 通 寺

12 〝 12. 3. 7 ? 西 意 坊 快 栄 雲 外 庵 納 所 代 奉 補任 状

13 13. 6.24
?

(= Na 10)
谷田寺奥坊重増 諾意 連 署 奉 補 任 状 柚判

14 〝 15. 3.13 寺 井家思 妙 興 寺 二 位 坊 補 任 状

(荏)典拠の項の数字はF'小浜市史』社寺文書編(N0.4のみ諸家文書編二)の
文書番号oただし, Na3は京都大学文学部陳列館架蔵影写本「高鳥

居文書」 0

(

S

)

t

S

J

氏
、
太
良
庄
半
済
方
の
山
県
氏
へ
宮
川
保
の
粟
屋
氏
、
末

野
・
飛
川
村
の
寺
井
氏
撃
い
て
は
い
ず
れ
も
安
堵
対
象

地
の
「
領
主
」
で
あ
っ
た
徴
証
が
認
め
ら
れ
る
L
t
国
富

圧
の
某
清
光
(
帆
-
*
・
t
o
)
と
富
田
郷
の
某
(
」
蝣
'
,
招
、

I
 
2
も
同
じ
で
あ
ろ
う
)
も
'
同
l
地
域
で
二
度
買
地
安
堵

を
し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
「
領
主
」
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
｡そ

れ
で
は
、
こ
の
「
領
主
」
の
買
地
安
堵
と
武
H
氏
の

そ
れ
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
表
Ⅴ

恥
2
で
自
ら
の
清
却
地
に
つ
い
て
宛
行
状
を
発
し
て
い
る

自
井
伊
胤
は
、
そ
の
売
券
の
罪
科
文
言
で
「
此
以
讃
文
、

御
屋
形
様
之
御
前
に
て
盗
人
可
有
御
成
敗
候
」
と
て
、
武

田
氏
に
よ
る
処
罰
を
示
し
て
違
背
な
き
旨
を
誓
約
し
て
い

る
(
西
福
寺
文
書
四
)
｡
こ
の
例
か
ら
す
る
と
、
「
領
主
」

の
買
地
安
堵
は
武
田
氏
の
よ
り
高
次
の
保
障
を
前
提
に
し

て
お
り
へ
両
者
は
い
わ
ば
重
層
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

し
か
し
、
こ
の
場
合
は
売
主
が
「
領
主
」
自
身
で
あ
る
か

ら
へ
彼
の
違
犯
行
為
を
処
断
す
る
の
は
水
藤
氏
の
指
摘
の

通
り
武
田
氏
以
外
に
は
な
い
｡
ま
た
、
罪
科
文
言
に
「
御

屋
形
様
」
の
文
言
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
武
田

氏
の
買
地
安
堵
を
う
け
る
こ
と
と
同
義
で
も
な
い
｡
事
実
、

白
井
氏
の
清
却
地
が
安
堵
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
売
買
か

ら
一
九
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
(
表
Ⅳ
恥
8
)
、
こ
の
間

武
田
氏
は
、
白
井
氏
の
土
地
売
却
、
員
地
安
堵
の
事
実
は

預
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
し
'
買
主
三
郎
五
郎
に

と
っ
て
E
見
地
の
保
障
は
、
白
井
氏
の
売
券
と
宛
行
状
の
み

(
こ
れ
に
賀
茂
庄
百
姓
の
論
判
が
加
わ
る
こ
と
は
既
述
)

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
史
科
M
も
、
売
券
と
補
任
状
が
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セ
ッ
ト
で
塩
浜
所
有
権
の
移
譲
の
際
の
支
証
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
、
武
田
氏

の
安
堵
判
物
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
要
す
る
に
、
「
領
主
」
の

買
地
安
堵
は
'
け
っ
し
て
武
田
氏
の
安
堵
権
を
原
理
的
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
そ
れ
の
み
で
買
地
を
保
障
す
る
法
的
機
能
を
果
た
し
得

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
こ
と
は
、
何
よ
り
も
彼
ら
の
買
地
安
堵
が
補
任
状
、

宛
行
状
と
い
う
、
封
建
領
主
権
を
直
裁
に
表
現
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
事
実
が

雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
｡

し
か
し
、
白
井
氏
の
安
堵
し
た
貫
地
が
の
ち
武
田
氏
の
安
堵
対
象
と
な
っ
た
よ

う
に
'
「
領
主
」
の
い
わ
ば
〝
補
任
圏
.
に
属
す
る
買
地
が
、
そ
の
後
の
買
主
の

安
堵
申
請
に
よ
っ
て
武
田
氏
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
事
態
も
み
ら
れ
た
｡

(
爪
川
蝣
J
C
)

N

(

花

押

)

飯
盛
寺
上
之
坊
乗
憲
僧
都
相
抱
所
々
別
当
職
井
買
得
等
目
録
之
事

(
別
当
職
に
か
か
る
二
ヶ
条
略
)

(
加
斗
は
)

一
同
半
済
之
内
白
屋
名
分
之
事
捕
仕
f
E
之

丁
同
国
貞
名
之
内
妻
段
付
今
徳
名
之
内
妻
段
何
モ
川
代
状
在
之
、

staa:

右
、
任
讃
諸
等
之
旨
、
永
知
行
不
可
有
相
違
之
由
'
被
仰
下
所
如
件
、

天

文

九

年

三

月

十

1

日

右

京

進

(

花

押

)

こ
れ
は
、
飯
盛
寺
乗
憲
の
所
持
す
る
別
当
職
及
び
買
地
を
武
田
信
豊
が
安
堵
し

た
も
の
で
あ
る
が
(
表
f
c
s
g
^
)
'
貫
地
に
か
か
る
後
半
二
筆
に
「
補
任
(
状
)

在
之
」
と
あ
り
,
こ
れ
以
前
に
加
斗
庄
半
済
方
「
領
主
<
.
!
/
>
)
に
よ
る
買
地
安
堵
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
武
田
氏
は
、
こ
れ
を
い
わ
ば
大
名
と
し
て
の

安
堵
権
に
よ
っ
て
確
認
保
障
し
た
も
の
で
あ
り
'
こ
れ
は
へ
「
領
主
」
の
買
地
安

堵
機
能
の
大
名
権
力
へ
の
包
摂
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
越
前
朝
倉
点
景

が
要
判
に
よ
っ
互
安
堵
し
た
洞
春
院
寄
進
買
得
目
録
に
「
売
券
瓜
生
殿
裏
判
在
」

m

j

r

l

一

と
み
え
る
の
も
'
同
様
の
事
情
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡

武
田
信
豊
は
父
元
光
の
あ
と
を
襲
っ
て
家
督
を
嗣
い
だ
天
文
八
年
(
1
五
三
九
J
t

神
宮
寺
の
「
諸
寄
進
買
得
田
畠
山
林
等
」
を
安
堵
す
る
判
物
(
表
Ⅳ
恥
1
 
5
)
に
お

い
て
、
「
就
其
領
主
等
替
目
各
々
依
無
判
形
、
錐
為
競
望
'
不
可
能
許
容
者
也
」
と

述
べ
て
'
お
そ
ら
-
「
領
主
」
の
代
替
り
、
も
し
-
は
改
替
に
よ
っ
て
「
判
形
」
-

補
任
状
の
な
い
買
地
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
競
望
に
及
ぶ
の
を
禁
止

し
て
い
る
｡
こ
れ
は
「
領
主
」
の
補
任
状
が
な
い
買
地
の
所
有
権
の
不
安
定
性
を

示
す
と
同
時
に
、
武
田
氏
が
、
自
ら
の
判
物
が
そ
れ
ら
「
領
主
」
の
補
任
状
を
超

越
す
る
安
堵
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
へ
先
に
掲
げ
た
史
料
A
-
C
に
い
ま
一
度
注
目
し
て
み
よ
う
｡
C
だ

け
は
他
の
武
田
氏
の
E
員
地
安
堵
例
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
へ
A
・
B
は
直
接

被
安
堵
者
田
辺
氏
に
発
給
せ
ず
へ
熊
谷
三
郎
兵
衛
尉
を
介
し
た
間
接
的
安
堵
の
形

式
と
な
っ
て
い
る
点
が
ま
ず
注
意
を
ひ
く
｡
こ
れ
は
へ
田
辺
氏
が
武
田
氏
の
直
臣

で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
へ
お
そ
ら
く
、
熊
谷
氏
の
披
官
か
、

そ
う
で
な
く
て
も
熊
谷
氏
の
政
治
的
支
配
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
毎
次
に
、

C
の
二
筆
目
に
「
熊
谷
出
雲
守
〓
灯
在
之
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
の
熊

谷
出
雲
守
は
前
後
の
記
載
か
ら
「
清
主
」
に
当
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
「
〓
付
」
は
、

史
料
N
な
ど
か
ら
補
任
状
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
'
熊
谷

出
雲
守
は
宗
景
名
一
反
を
田
辺
氏
へ
売
却
す
る
と
同
時
に
、
同
地
の
「
領
主
」
と

し
て
こ
れ
を
安
堵
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
熊
谷
三
郎
兵
衛
尉
と
同
出
雲
守
の
関

係
が
明
確
で
な
い
が
、
田
辺
氏
が
熊
谷
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ

か
ろ
う
｡
田
辺
氏
は
そ
の
熊
谷
氏
の
頭
越
し
に
'
熊
谷
氏
か
ら
の
貫
地
も
含
め
た

買
得
分
を
l
括
し
て
武
田
氏
に
安
堵
申
請
し
'
こ
れ
を
う
け
た
武
田
氏
は
、
熊
谷

氏
の
立
場
を
考
慮
し
て
直
接
田
辺
氏
に
判
物
を
下
す
こ
と
を
避
け
へ
敢
え
て
熊
谷

氏
を
通
じ
て
の
間
接
的
安
堵
に
と
ど
め
た
t
と
の
想
定
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
0
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こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
領
主
」
の
「
領
」
の
中
に
武
田
氏
の
安

堵
権
が
何
ら
の
障
害
も
な
し
に
侵
入
し
得
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
武
田
氏
と

「
領
主
」
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

〇
一
又
ひ
-
わ
ん
の
か
い
地
、
ち
き
に
書
-
た
し
を
な
す
の
と
き
、
し
う
人
か
の

し
ょ
た
い
に
け
い
は
う
い
た
す
へ
か
ら
す
へ
か
き
の
す
る
と
こ
ろ
の
し
そ
ん

の
し
ん
た
い
た
る
へ
き
也
、

右
の
「
塵
芥
集
」
第
一
〇
三
条
に
よ
る
と
、
伊
達
氏
陪
臣
が
そ
の
主
人
の
頭
越

し
に
直
接
伊
達
氏
の
買
地
安
堵
を
う
け
よ
う
と
す
る
志
向
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
そ

の
主
人
=
伊
達
氏
直
臣
が
阻
止
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
｡
武
田
氏
の
田
辺
氏
に
対
す
る
買
地
安
堵
も
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
一
つ

の
妥
協
的
方
法
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

武
田
氏
の
安
堵
権
が
在
地
領
主
の
「
領
」
内
に
及
ぶ
い
ま
一
つ
の
契
機
と
し
て
、

買
主
が
武
田
氏
と
直
接
関
係
を
も
つ
者
で
あ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
O
た
と
え
ば
、

芝
田
氏
の
件
者
弓
削
与
一
は
、
芝
田
氏
の
「
〓
付
」
を
副
え
て
田
地
二
反
を
内
藤

高
持
に
売
却
し
、
内
藤
か
ら
同
地
を
買
得
し
た
明
通
寺
が
そ
の
売
券
を
「
御
屋

形
様
元
光
御
披
見
」
に
入
れ
て
そ
の
安
堵
を
う
け
る
に
至
っ
た
(
明
通
寺
文
書
一

1
三
・
二
六
)
｡
こ
れ
は
最
終
的
買
得
者
明
通
寺
が
武
田
氏
祈
願
寺
(
同
文
書

五
九
な
ど
)
と
い
う
、
武
田
氏
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
、
安

堵
申
請
が
武
田
氏
に
出
さ
れ
た
結
果
、
芝
田
氏
の
「
領
」
内
の
地
が
、
明
通
寺
買

地
と
い
う
形
で
武
田
氏
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
例
と
い
え
よ
う
｡

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
武
田
氏
の
安
堵
権
は
次
第
に
在
地
領
主
の
「
領
」
を
侵

蝕
し
っ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
-
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
武
田
氏
の
貫
地

安
堵
は
あ
-
ま
で
も
受
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
お
の
ず
と
限
界
が
あ
っ
た
｡
武
田

氏
に
よ
る
領
国
内
の
1
円
的
貫
地
安
堵
体
制
が
最
後
ま
で
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と

は
、
表
V
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

む
す
び

以
上
、
冗
漫
な
叙
述
を
連
ね
た
の
で
、
本
稿
で
述
べ
た
か
っ
た
と
こ
ろ
を
要
約

し
、
あ
わ
せ
て
残
さ
れ
た
課
題
を
示
し
て
お
き
た
い
｡

室
町
戦
国
期
の
若
狭
で
は
加
地
子
を
対
象
と
す
る
土
地
売
買
が
広
範
に
展
開
し

て
お
り
、
そ
の
渦
中
に
ま
き
込
ま
れ
た
武
田
氏
給
人
の
知
行
内
容
は
量
的
に
不
断

に
変
動
す
る
と
と
も
に
、
収
取
関
係
の
複
雑
化
も
み
ら
れ
た
｡
か
か
る
給
人
の
知

行
分
を
、
武
田
氏
は
統
l
的
施
策
1
た
と
え
ば
検
地
の
よ
う
な
-
を
も
っ
て
上
か

ら
掌
握
す
る
手
段
は
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
土
地
と
本
主
の
1
体
観

念
」
へ
あ
る
い
は
加
地
子
負
担
者
た
る
百
姓
と
の
対
立
矛
盾
な
ど
が
背
景
と
な
っ

て
、
買
主
か
ら
武
田
氏
の
も
と
に
買
地
安
堵
申
請
が
出
さ
れ
て
く
る
｡
こ
れ
に
応

え
る
形
で
実
施
さ
れ
る
武
田
氏
の
貫
地
安
堵
は
'
受
動
的
個
別
的
臨
時
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
は
い
え
'
そ
の
対
象
に
加
地
子
得
分
権
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
武
田
氏
の
目
に
触
れ
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
在
地

剰
余
を
、
貫
地
と
い
う
形
で
、
た
と
え
相
互
に
重
層
す
る
折
職
で
も
こ
れ
を
並
列

的
に
把
握
し
、
知
行
制
の
基
礎
に
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
｡
こ
の
よ
う

な
知
行
制
の
あ
り
方
は
、
い
わ
ば
中
世
的
職
秩
序
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
、
そ
の
固

定
化
の
上
に
は
じ
め
て
安
定
的
に
維
持
さ
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
一
職
化
を
目

指
す
べ
き
封
建
権
力
と
し
て
は
む
し
ろ
反
動
的
と
も
い
え
る
｡
し
か
し
、
後
北
条

氏
・
甲
斐
武
田
氏
・
今
川
氏
な
ど
の
よ
う
に
検
地
を
実
施
し
た
形
跡
の
な
い
若
狭

武
田
氏
や
朝
倉
氏
に
と
っ
て
'
給
人
間
で
さ
え
重
層
す
る
職
を
分
有
す
る
こ
と
も

あ
り
得
た
状
況
の
中
で
、
複
雑
な
在
地
剰
余
を
最
大
限
に
権
力
の
う
ち
に
吸
収
す

る
方
策
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
現
実
的
か
つ
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
こ

そ
武
田
氏
も
朝
倉
氏
も
'
買
地
の
み
を
対
象
と
す
る
役
ま
で
設
定
し
て
こ
れ
を
重

視
し
た
の
で
あ
る
｡
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買
地
安
堵
は
買
主
に
よ
る
安
堵
申
請
を
ま
っ
て
実
施
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
性

格
ゆ
え
に
、
そ
の
申
請
が
武
田
氏
の
み
に
出
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
文
明
期
頃
ま

で
は
幕
府
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
1
六
世
紀
に
入
る
と
幕
府
権
力
は
後
退

し
た
も
の
の
、
在
地
に
密
着
し
た
支
配
を
実
現
し
て
い
る
在
地
領
主
に
よ
る
貫
地

安
堵
は
、
武
田
氏
の
そ
れ
と
並
行
し
て
み
ら
れ
た
｡
彼
ら
の
買
地
安
堵
は
「
補
任
」

「
宛
行
」
と
い
う
そ
の
形
式
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
-
、
封
建
領
主
権
の
行
使
と
し

て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
の
み
で
買
地
保
障
の
法
的
機
能
を
十
分
果
た
し
得

る
も
の
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
「
領
主
」
支
配
下
の
土
豪
の
中
か
ら
直
接
武
田
氏
の
安
堵
を
う
け
よ

う
と
す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
他
の
武
田
氏
直
臣
や
祈
願

寺
な
ど
武
田
氏
と
直
接
関
係
の
あ
る
者
に
買
得
さ
れ
た
場
合
に
は
、
武
田
氏
に
安

堵
申
請
が
出
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
そ
れ
ま
で
武
田
氏
の
目
に
触
れ
な
か
っ
た
「
領
主
」

の
「
領
」
内
の
土
地
(
剰
余
)
が
新
た
に
把
握
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
武
田
氏
の
買
地
安
堵
は
、
知
行
制
の
基
礎
の
量
的
拡
大
を
も
た
ら
す

の
み
な
ら
ず
、
領
国
内
在
地
領
主
の
テ
リ
ト
-
1
侵
蝕
に
も
道
を
関
-
も
の
で
あ
っ

た
｡
た
だ
し
'
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
武
田
氏
の
側
か
ら
政
策
と
し
て
強
行
し
得
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
り
、
「
領
主
」
に
よ
る
買
地
安
堵
が
消
滅
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
｡

本
稿
で
ふ
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
は
多
々
あ
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
'
研

究
史
で
重
視
さ
れ
て
い
る
徳
政
と
の
関
連
で
あ
る
｡
徳
政
文
言
の
消
滅
と
買
地
安

堵
急
増
の
時
期
的
1
致
と
い
っ
た
皮
相
的
指
摘
に
と
ど
ま
る
の
で
な
-
、
武
田
氏

の
徳
政
そ
の
も
の
の
究
明
が
先
決
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
、
入
間
田
論
文
で
も
力
説
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
争
乱
に
お
け
る
両
極
を
な
す
「
公
方
」
と
「
地
下
」
の

う
ち
「
地
下
の
沙
汰
」
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言
及
で
き
な
か
っ
た
｡
戦
国
期
の

買
地
安
堵
は
大
名
-
国
人
-
村
落
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
そ
れ
を
有
機
的
に
関
連
さ

せ
て
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
貧
し
い
力
で
は
若
狭
に
お
い
て

十
分
検
証
し
得
な
か
っ
た
｡
い
ず
れ
も
、
史
料
の
制
約
を
克
服
す
る
方
法
論
の
練

磨
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
若
狭
以
外
に
同
様
の
経
済
発
展
が

み
ら
れ
る
地
域
の
事
例
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
も
一
つ
の
方
策
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
｡

注(
-
)
代
表
的
な
も
の
と
し
て
以
下
の
諸
論
稿
が
あ
る
｡
笠
松
宏
至
「
中
世
の
政
治
社
会
忠

想
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
7
中
世
3
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
の
ち
同

『
日
本
中
世
法
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
に
所
収
)
へ
村
田
修
三

「
惣
と
土
一
撲
」
(
右
掲
岩
波
講
座
)
へ
脇
田
晴
子
「
徳
政
令
と
徳
政
免
除
-
所
有
の

論
理
を
め
ぐ
っ
て
-
」
(
『
橘
女
子
大
学
年
報
』
四
'
一
九
七
六
年
、
の
ち
同
『
日
本

中
世
都
市
論
』
東
京
大
学
出
版
会
へ
一
九
八
一
年
、
に
所
収
)
、
勝
俣
鎮
夫
「
地
発
と

徳
政
一
校
」
(
同
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
'
一
九
七
九
年
)
、
同

r
l
摸
]
岩
波
書
店
'
1
九
八
二
年
、
中
部
よ
し
子
「
戦
国
時
代
に
お
け
る
地
方
大
名

の
徳
政
と
そ
の
背
景
」
(
『
日
本
歴
史
』
四
二
六
へ
一
九
八
三
年
)
0

o
)
r
地
方
史
研
究
し
八
〇
'
1
九
六
六
年
t
の
ち
藤
木
『
戦
国
社
会
史
論
』
東
京
大
学

出
版
会
、
l
九
七
四
年
、
に
改
題
し
て
所
収
｡

(
3
)
「
戦
国
大
名
後
北
条
氏
に
お
け
る
知
行
制
」
(
後
北
条
氏
研
究
全
編
『
関
東
戦
国
史

の
研
究
』
名
著
出
版
へ
一
九
七
六
年
)
0

(
4
)
「
戦
国
・
織
豊
期
徳
政
の
一
形
態
」
(
『
国
学
院
雑
誌
』
七
七
-
八
、
一
九
七
六
年
t

の
ち
下
村
F
戦
国
・
織
豊
期
の
社
会
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
へ
一
九
八
二
年
、
に
所
収
)

(
5
)
「
戦
国
大
名
今
川
氏
の
徳
政
に
つ
い
て
」
(
木
村
修
一
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
2

F
日
本
文
化
の
社
会
的
基
盤
』
雄
山
闇
も
1
九
七
六
年
へ
の
ち
有
光
有
学
編
『
今
川
氏

の
研
究
し
吉
川
弘
文
館
t
l
九
八
四
年
へ
に
所
収
)
0

(
6
)
二
撰
5
一
按
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
へ
一
九
八
l
年
｡

(
7
)
「
戦
国
時
代
の
加
地
子
」
(
赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念
『
国
史
論
集
』
文
功
社
、
1

九
七
二
年
)
0

70



(
8
)
「
若
狭
武
田
氏
の
消
長
」
(
『
l
東
谷
史
学
J
l
一
二
、
l
九
七
六
年
)
0

(
9
)
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』
桜
楓
社
へ
一
九
七
六
年
、
第
三
章
「
若
狭
武
田
氏
の

文
芸
」
｡

(
2
)
「
武
田
氏
の
若
狭
支
配
」
(
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
、
T
九
八
三

午
)
｡

(
"
)
水
藤
氏
よ
り
l
O
通
多
い
の
は
、
氏
が
武
田
氏
清
政
期
に
属
さ
な
い
と
い
う
理
由
で

除
外
さ
れ
た
と
田
心
わ
れ
る
天
正
朔
の
五
通
と
、
高
鳥
居
文
書
(
京
都
大
学
文
学
部
影
写

本
)
四
通
へ
野
崎
文
書
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
二
通
、
清
却
目
録
の
体
裁

を
と
る
も
の
一
通
(
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
へ
西
福
寺
文
書
四
七
号
-
以

下
同
書
所
収
文
書
は
「
西
福
寺
文
書
四
七
」
の
ど
と
-
略
記
I
)
の
計
l
二
通
を
追
加

し
'
氏
の
収
集
分
か
ら
、
本
来
越
前
敦
賀
郡
西
福
寺
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
二
通

(
西
福
寺
文
書
六
・
七
)
を
除
い
た
結
果
で
あ
る
｡

(
2
)
例
外
的
に
無
姓
者
で
「
給
人
」
と
し
た
者
が
、
a
「
生
守
村
左
衛
門
有
景
」
(
明
通

寺
文
書
九
五
)
t
b
「
与
次
郎
殿
様
」
(
同
文
書
九
六
)
、
C
「
三
郎
五
郎
殿
」
(
西

福
寺
文
書
四
)
の
三
人
い
る
｡
a
は
連
券
に
あ
た
る
売
券
(
明
通
寺
文
書
一
二
〇
)
で

「
生
守
左
衛
門
有
景
方
」
の
尊
称
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
花
押
を
も
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
生
守
村
の
土
豪
と
考
え
た
｡
b
は
売
主
杉
行
茂
か
ら
か
か
る
尊
称
で
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
茂
の
同
族
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
地
位
に
あ
る
者
と
思
わ
れ
、

無
姓
の
一
般
百
姓
と
は
考
え
難
い
｡
C
は
白
井
伊
胤
が
五
反
半
の
田
を
売
却
し
た
相
手

で
あ
る
が
、
そ
の
清
価
二
一
貰
文
は
七
五
件
の
売
買
例
中
二
位
に
当
る
高
額
な
も
の
で
'

こ
れ
も
百
姓
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
(
白
井
一
族
か
も
知
れ
な
い
)
0

(
2
)
名
抜
地
は
一
般
に
は
本
年
頁
・
公
事
を
名
内
の
他
の
耕
地
に
転
嫁
し
て
売
却
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
年
貢
・
公
事
負
担
義
務
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
領

主
得
分
と
同
質
と
み
な
し
得
る
｡
し
か
し
'
若
狭
に
お
い
て
は
'
た
と
え
ば
富
田
郷
柄

在
家
名
抜
地
三
反
大
が
本
役
三
石
と
段
銭
の
負
担
義
務
付
き
で
売
買
・
寄
進
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
(
妙
楽
寺
文
書
一
三
～
一
五
へ
l
八
)
'
必
ず
し
も
l
律
に
は
扱
え
な
い
の

で
、
一
応
独
立
さ
せ
て
整
理
し
た
.
な
お
、
名
抜
地
は
そ
う
し
た
収
取
関
係
に
か
か
わ

ら
ず
'
名
主
加
地
子
か
ら
派
生
し
た
と
い
う
意
味
で
'
私
は
そ
の
本
質
は
農
民
的
得
分

と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
｡

a
s
)
永
禄
六
年
(
1
五
六
三
)
越
前
か
ら
侵
攻
し
た
朝
倉
軍
を
三
方
郡
佐
柿
城
(
国
吉
城
)

で
迎
え
撃
っ
た
粟
屋
勝
久
の
活
躍
を
記
し
た
「
佐
柿
国
吉
之
城
粟
屋
越
中
以
下
龍
城
次

第
」
(
『
改
定
史
籍
集
覧
』
三
一
、
『
三
方
郡
誌
』
に
も
所
収
)
は
、
奥
書
に
よ
る
と
、

こ
の
戦
闘
に
参
戦
し
た
田
辺
半
太
夫
が
著
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
同
書
は
佐
柿
城

に
龍
城
し
た
「
地
侍
」
を
列
記
す
る
が
、
そ
の
中
に
山
上
村
の
田
辺
孫
左
衛
門
、
菅
浜

村
の
同
勝
安
・
長
助
へ
及
び
佐
田
村
の
「
我
々
」
(
田
辺
半
太
夫
一
族
)
が
み
え
、
山

東
郷
内
各
地
に
田
辺
一
族
が
賭
眠
し
て
い
た
様
が
う
か
が
え
る
｡
但
し
、
郷
規
模
の
国

人
領
主
と
い
う
よ
り
、
近
世
に
な
る
と
帰
農
す
る
村
落
土
豪
層
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(
I
S
)
年
月
日
欠
(
後
欠
)
御
賀
尾
浦
刀
腐
人
質
売
却
雑
物
注
文
(
福
井
県
立
図
書
館
・
福

井
県
郷
土
誌
懇
談
全
編
『
若
狭
漁
村
史
料
』
所
収
、
大
昔
文
書
二
三
九
号
)
0

(
<
」
)
『
実
隆
公
記
』
文
亀
二
年
六
月
二
〇
日
条
｡

(
」
)
O
の
二
軍
の
う
ち
A
に
直
接
み
え
な
い
の
は
七
筆
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
龍
門
寺

よ
り
の
買
地
を
除
く
宗
景
名
内
の
三
筆
を
A
の
「
宗
景
名
l
円
」
に
含
め
、
侍
竹
庵
・

万
大
夫
か
ら
買
っ
た
畠
1
所
を
A
の
「
円
旭
清
却
白
空
所
」
に
比
定
す
る
と
、
残
り
は

万
大
夫
及
び
佐
田
村
百
姓
中
か
ら
の
買
地
三
層
と
な
り
、
こ
れ
が
「
新
儀
に
買
徳
三
ケ

虞
」
に
当
る
可
能
性
が
あ
る
｡
な
お
、
『
三
方
郡
誌
j
所
収
文
書
に
誤
読
が
ま
ま
み
ら

れ
る
こ
と
は
、
後
掲
史
料
F
が
同
書
所
収
の
も
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
と

校
合
す
る
と
四
ヶ
所
の
誤
読
(
廿
1
一
一
十
も
そ
の
一
例
)
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が

え
、
A
の
文
面
の
不
自
然
さ
の
責
任
の
い
く
ら
か
は
同
書
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
2
2
)
永
禄
四
年
五
月
八
日
某
勝
長
安
堵
状
(
『
三
方
郡
誌
』
所
収
へ
田
辺
半
太
夫
文
書
)
0

(
2
)
明
応
元
年
一
二
月
三
百
世
久
見
惣
中
山
畠
売
券
(
r
越
前
若
狭
古
文
書
選
』
所
収
、

渡
辺
文
書
四
号
)
｡
田
辺
氏
が
世
久
見
浦
刀
癖
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
長
享
三
年
四
月
一

〇
日
世
久
見
浦
枕
網
申
請
文
(
同
文
書
三
号
)
に
'
「
当
刀
禰
田
辺
新
左
衛
門
尉
殿
」

ni



と
あ
る
こ
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
｡

(
2
0
「
水
禄
二
l
年
六
月
1
日
世
久
見
浦
惣
中
網
堵
売
券
(
前
掲
『
若
狭
漁
村
史
料
』
所
収
、

渡
辺
文
書
言
う
)
0

(
」
)
前
掲
「
佐
柿
国
吉
之
城
粟
屋
越
中
以
下
龍
城
次
第
」
に
'
佐
野
村
の
野
崎
備
前
の
名

を
記
す
｡

(
ァ
3
)
Q
-
a
と
も
に
、
野
崎
文
書
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
｡
な
お
、
E
は

『
三
方
郡
誌
』
に
も
収
め
る
が
、
誤
読
・
脱
漏
が
ま
ま
み
ら
れ
る
｡

(
8
)
「
若
狭
郡
県
志
」
(
杉
原
丈
夫
・
松
原
信
之
編
『
越
前
若
狭
地
誌
叢
書
3
下
所
収
)

巻
三
'
古
跡
部
、
下
中
郡
大
塩
氏
城
地
の
項
に
「
在
下
中
郡
口
田
縄
村
山
上
へ
伝
言
、

武
田
家
之
属
士
大
塩
長
門
守
吉
次
所
築
之
城
祉
也
、
所
領
口
田
縄
・
奥
田
縄
・
須
縄
・

尾
崎
及
三
方
郡
佐
野
村
等
是
也
」
と
あ
る
｡

(
"
*
^
大
永
五
年
l
二
月
三
〇
日
弥
三
郎
売
券
(
前
掲
影
写
本
野
崎
文
書
)
0

入
江
氏
は
、
前
掲
「
若
狭
郡
県
志
」
に
よ
る
と
'
三
方
郡
田
井
村
に
「
入
江
屋
敷
」

が
あ
っ
た
と
伝
え
、
ま
た
へ
永
禄
一
一
年
(
一
五
六
八
)
朝
倉
氏
が
若
狭
に
侵
攻
し
た

際
、
「
田
井
入
江
左
京
」
も
防
戦
に
加
わ
っ
た
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
田
井
村
を
本

拠
と
す
る
土
豪
と
推
測
さ
れ
る
｡
木
村
氏
に
関
す
る
徴
証
は
な
い
｡

売
買
の
結
果
へ
給
人
間
に
重
層
的
収
取
関
係
の
生
じ
た
例
と
し
て
'
永
正
三
年
(
一

五
〇
六
)
白
井
伊
胤
が
賀
茂
庄
五
反
半
に
つ
い
て
本
役
一
石
'
段
銭
請
料
七
斗
五
升
の

収
取
権
を
留
保
し
て
六
石
の
「
徳
分
」
を
三
郎
五
郎
へ
売
却
し
た
例
(
西
福
寺
文
書
四
)

と
'
天
文
五
年
(
一
五
三
六
)
某
信
家
が
給
地
山
下
是
光
名
内
の
一
反
大
を
'
段
銭
四

五
二
文
の
収
取
権
を
留
保
し
て
熊
谷
直
政
に
売
却
し
た
例
(
同
文
書
二
七
・
四
二
)
が

あ
る
｡
右
の
二
例
は
段
銭
が
加
地
子
と
同
質
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
(
藤
井

氏
も
前
掲
論
文
で
こ
の
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
へ
特
に
前
者
に
お
い
て
は
段
銭
請
料

の
形
で
分
米
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
の
ち
に
は
段
銭
を
対
象
と
す
る
売
買
さ

え
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
(
同
文
書
四
二
、
明
通
寺
文
書
一
五
七
・
l
五
八
)
｡
か
か

る
加
地
子
化
し
た
段
銭
、
領
主
得
分
(
本
年
頁
)
か
ら
分
割
さ
れ
た
加
地
子
へ
さ
ら
に

は
本
文
で
述
べ
た
百
姓
か
ら
買
得
し
た
加
地
子
な
ど
の
諸
得
分
権
を
め
ぐ
っ
て
給
人
相

互
が
重
層
関
係
に
な
る
ケ
ー
ス
は
、
拾
人
間
の
土
地
売
買
の
盛
行
(
表
I
に
よ
る
と
給

人
相
互
の
売
買
頻
度
は
高
い
)
と
あ
い
ま
っ
て
意
外
に
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(
S
)
桑
山
浩
然
校
訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
、
近
藤
出
版
社
、
1
九
八
〇
年
、

所
収
｡

(
ァ
8
)
ョ
⑥
の
片
山
正
次
は
、
文
明
八
年
「
若
州
営
河
中
寺
堂
田
」
を
'
翌
々
年
に
大
般

若
経
を
い
ず
れ
も
明
通
寺
へ
寄
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
(
明
通
寺
文
書
七
四
・
七
六
)
、

若
狭
国
人
と
判
断
し
た
｡
⑥
の
芝
田
太
郎
左
衛
門
は
寛
正
三
年
太
良
庄
尻
高
名
名
主
に

補
任
さ
れ
た
芝
田
太
郎
左
衛
門
貞
信
の
こ
と
で
あ
ろ
う
(
網
野
善
彦
『
中
世
荘
園
の
様

相
』
塙
書
房
'
一
九
六
六
年
、
三
六
六
貢
)
｡
な
お
'
こ
の
他
論
所
が
若
狭
に
あ
り
訴
人

も
若
狭
関
係
者
で
あ
っ
て
も
そ
の
訴
人
が
奉
公
衆
や
将
軍
家
祈
願
寺
な
ど
将
軍
に
直
結
す

る
場
合
(
本
郷
氏
4
7
1
前
掲
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
所
収
「
政
所
斌
銘
引

付
」
の
条
数
へ
以
下
同
じ
-
沼
田
氏
9
4
・
長
久
寺
6
3
)
や
'
論
人
が
若
狭
関
係
者
で
あ
っ

て
も
(
武
田
氏
給
人
大
塩
氏
2
・
同
熊
谷
氏
s
.
同
山
東
氏
3
2
‥
小
浜
問
丸
8
・
三
方

郡
世
事
庵
=
)
訴
人
が
若
狭
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
は
'
い
ず
れ
も
幕
府
に
提
訴
さ
れ

る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
除
外
し
た
｡

(
8
)
い
ず
れ
も
前
掲
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
所
収
｡

(
S
3
)
「
中
世
在
地
裁
判
権
の
一
考
察
」
(
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
中
世
編
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
七
年
、
の
ち
笠
松
前
掲
著
書
に
所
収
)
0

(
5
3
)
水
藤
氏
は
ま
ず
罪
科
文
言
の
主
格
の
う
ち
武
田
氏
を
指
す
語
を
例
外
と
し
て
除
か
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
盗
意
的
で
あ
る
し
、
大
半
が
公
方
と
書
か
れ
て
い
る
か

ら
他
の
地
頭
・
領
主
・
代
官
も
す
べ
て
公
方
と
同
じ
存
在
と
み
な
す
の
も
短
絡
に
す
ぎ

る
｡
ま
た
、
公
方
年
貢
の
「
取
得
者
」
が
公
方
と
も
地
頭
・
代
官
・
政
所
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
代
官
・
政
所
は
公

方
年
貢
の
徴
集
者
で
は
あ
っ
て
も
取
得
者
で
は
な
い
し
、
公
方
年
貢
取
得
者
の
公
方
と

罪
科
文
言
の
主
格
の
公
方
が
同
1
存
在
で
あ
る
保
障
も
な
い
の
で
あ
る
(
笠
松
前
掲
著
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書
二
二
五
貞
)
｡
さ
ら
に
、
罪
科
文
言
に
武
田
氏
を
指
す
語
が
記
さ
れ
る
の
は
武
田
氏

披
官
=
公
方
の
売
却
の
場
合
で
あ
り
'
そ
れ
は
公
方
を
処
断
で
き
る
の
は
大
名
以
外
に

い
な
い
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
が
'
武
田
氏
披
官
の
売
券
の
罪
科
文
言
に
公
方
と
記
さ

れ
る
例
は
い
-
ら
で
も
あ
る
(
西
福
寺
文
書
二
・
一
六
・
四
四
へ
明
通
寺
文
書
一
〇
七
・

二
三
、
長
瀬
寺
文
書
一
八
な
ど
)
｡

(
3
)
武
田
氏
の
買
地
安
堵
の
初
見
は
永
正
一
〇
年
(
一
五
l
三
)
で
あ
る
が
(
後
掲
表
Ⅳ
)

売
券
罪
科
文
言
に
「
上
様
」
が
登
場
す
る
の
は
明
応
二
年
(
一
四
九
三
)
と
さ
ら
に
さ

か
上
る
(
長
源
寺
文
書
六
)
｡
ま
た
へ
在
地
領
主
に
よ
る
買
地
安
堵
の
初
見
は
同
七
年

で
あ
る
が
(
後
掲
表
Ⅴ
)
、
在
地
領
主
の
買
地
安
堵
を
意
味
す
る
「
補
任
」
の
語
は
文

明
7
七
年
(
7
四
八
五
)
に
は
み
ら
れ
る
の
で
(
明
通
寺
文
書
八
三
)
t
L
両
者
と
も
7

五
世
紀
中
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
｡

c
t
o
J
藤
木
氏
は
、
伊
達
氏
は
「
知
行
地
の
定
量
把
握
つ
ま
り
軍
役
体
系
の
基
礎
の
確
定
を
'

そ
の
買
地
安
堵
制
の
強
行
を
通
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
」
(
傍
点
河
村
)
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
(
前
掲
著
書
三
三
三
頁
)
、
大
名
の
書
下
を
員
地
保
障
の
最
高
の
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
た
領
国
法
体
系
の
確
立
が
社
会
的
背
景
に
あ
る
と
は
い
え
て
も
'
買
地

安
堵
の
実
施
そ
れ
自
体
は
、
大
名
が
「
強
行
」
す
る
も
の
で
は
な
く
へ
あ
く
ま
で
受
動

的
、
個
別
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(
S
)
荏
(
-
)
笠
松
・
勝
俣
両
論
文
な
ど
｡

「
中
世
の
土
地
売
買
と
質
契
約
」
(
『
史
学
雑
誌
』
九
三
-
九
へ
一
九
八
四
年
)
0

(
3
)
越
前
朝
倉
氏
は
崇
聖
寺
の
寄
進
地
・
E
貝
地
を
安
堵
す
る
際
、
「
雑
給
恩
之
地
相
交
、

売
主
跡
於
無
相
違
者
へ
可
有
領
知
之
、
次
百
姓
目
名
等
之
儀
者
へ
依
無
料
も
至
不
及
御

開
所
者
、
不
可
有
別
儀
候
」
と
述
べ
て
い
る
(
天
文
九
年
一
二
月
五
日
朝
倉
氏
奉
行
人

連
署
状
、
『
大
野
市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
、
洞
雲
寺
文
書
二
号
)
｡
こ
れ
は
、
拾

地
に
お
い
て
「
売
主
跡
」
に
相
違
が
あ
る
-
死
U
・
関
所
な
ど
カ
-
 
、
あ
る
い
は
百
姓

が
売
主
の
場
合
罪
科
に
よ
っ
て
関
所
に
な
っ
た
時
に
は
'
寄
進
・
売
買
行
為
が
権
力
側

の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
事
例
で
あ
ろ
う
｡
伊
藤
喜

良
民
に
よ
れ
ば
、
下
総
香
取
社
領
に
お
い
て
も
売
主
の
死
亡
、
逃
亡
に
よ
り
彼
の
売
地

は
領
主
に
よ
っ
て
関
所
と
さ
れ
る
慣
行
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
「
死
亡
逃
亡
跡
と
買
地

安
堵
」
、
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
二
'
l
九
八
一
年
)
O

(
」
)
永
禄
九
年
二
月
二
四
日
武
田
義
統
判
物
写
(
「
白
井
市
郎
兵
衛
家
蔵
古
文
書
写
」
、

白
井
文
書
)
｡
白
井
文
書
の
採
訪
に
あ
た
っ
て
は
所
蔵
者
白
井
端
氏
か
ら
格
別
の
御
高

配
を
い
た
だ
い
た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
｡

/
｡
｡
^
1
-
I
-
i
I
㊥
の
安
堵
対
象
「
福
堂
名
之
内
抜
地
」
は
内
藤
膳
廉
の
給
地
の
r
部
で
'
内
蘇

が
山
東
家
忠
に
売
却
し
山
東
か
ら
西
福
寺
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
西
福
寺
文
書

一
六
-
一
八
)
.
つ
ま
り
'
こ
こ
に
い
う
本
名
主
は
少
な
く
と
も
西
福
寺
が
直
接
入
手

し
た
相
手
=
山
東
家
忠
で
は
な
い
の
で
'
こ
れ
を
売
買
に
擬
す
れ
ば
'
対
象
地
と
の
7

体
観
が
想
定
さ
れ
る
「
本
主
」
は
清
主
以
外
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

「
甲
州
法
度
之
次
第
」
一
二
条
、
「
六
角
氏
式
目
」
一
〇
条
へ
越
前
に
お
け
る
買
得

目
録
の
慣
用
文
言
「
御
給
恩
之
地
等
書
加
事
候
者
、
其
時
可
有
堪
落
者
也
」
な
ど
0

(
3
)
天
文
五
年
二
月
一
四
日
兵
部
少
輔
信
家
売
券
(
西
福
寺
文
書
二
七
)
に
「
給
所
売
買

之
事
難
為
御
停
止
」
と
あ
る
｡

(
3
)
拾
地
の
売
買
例
と
し
て
二
例
(
西
福
寺
文
書
l
六
・
二
七
)
、
反
銭
の
売
買
例
と
し

て
三
例
(
同
文
書
四
二
、
明
通
寺
文
書
一
五
七
・
一
五
八
)
あ
る
｡

(
S
O
『
岡
本
村
史
』
史
料
編
所
収
、
三
田
村
文
書
こ
ち
｡

『
岐
阜
県
史
』
史
料
編
古
代
中
世
l
所
収
、
大
垣
市
立
図
書
館
所
蔵
文
書
二
号
｡

(
3
)
下
村
氏
も
同
様
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
著
書
九
八
1
7
〇
七
頁
)
｡
た

だ
、
長
宗
我
部
氏
の
安
堵
し
た
買
地
の
中
に
百
姓
の
放
出
し
た
加
地
子
が
ど
れ
程
含
ま

れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
｡

(
3
)
『
三
方
郡
誌
』
所
収
へ
野
崎
胸
太
郎
文
書
｡

(
S
)
永
禄
八
年
一
二
月
三
〇
日
朝
倉
義
景
定
書
写
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
3
所
収
、
慶

松
勝
三
家
文
書
五
号
)
0

(
5
5
)
前
掲
「
若
狭
郡
県
志
」
に
よ
る
と
、
甲
崎
村
に
畑
田
式
部
丞
の
城
が
あ
っ
た
と
伝
え
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ら
れ
(
巻
三
、
古
跡
部
)
、
幕
末
期
の
畑
田
家
に
は
甲
崎
を
含
む
四
ヶ
所
を
対
象
と
す

る
文
明
二
年
l
O
月
二
二
日
某
宛
行
状
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
(
小
浜
市
教
育
委
員
会
編

r
若
狭
の
中
世
城
館
]
小
浜
市
二
九
頁
)
｡
な
お
'
領
主
を
主
格
と
す
る
罪
科
文
言
は

他
に
も
う
一
例
あ
る
が
(
妙
楽
寺
文
書
四
)
へ
そ
の
売
買
対
象
塩
浜
の
あ
る
古
津
は
甲

崎
の
東
隣
の
浦
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
「
領
主
」
も
畑
田
氏
で
あ
る
可
能
性
が
車
い
0

(
S
)
地
頭
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
を
一
律
に
規
定
し
難
い
の
で
結
論
は
さ
し
控
え
た
い
｡

た
と
え
ば
勢
井
村
百
姓
ら
は
、
前
述
の
ど
と
く
売
券
の
罪
科
文
言
に
地
頭
と
共
に
上
様

や
代
官
を
記
し
て
い
る
｡
こ
の
場
合
の
地
頭
は
代
官
と
同
義
で
、
そ
の
売
買
保
障
行
為

は
上
様
-
武
田
氏
の
代
執
行
者
と
し
て
の
そ
れ
と
理
解
し
得
る
｡
し
か
し
'
「
地
頭
政

所
瑞
泉
」
の
「
国
富
地
頭
分
犬
熊
野
浦
田
地
」
寄
進
状
の
旨
を
安
堵
し
て
い
る
某
清
光

(
表
Ⅴ
恥
4
)
は
国
富
庄
地
頭
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
と
勢
井
村
百
姓
の
い
う
「
地
頭
」

は
や
は
り
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(
3
)
天
文
二
〇
年
五
月
二
八
日
常
神
神
社
棟
札
銘
(
前
掲
『
若
狭
漁
村
史
料
』
所
収
へ
常

神
神
社
文
書
五
号
)
に
よ
る
と
'
上
棟
遷
宮
に
あ
た
っ
て
'
ま
ず
「
領
主
」
南
部
膳
行

の
孫
亀
寿
が
参
拝
L
t
つ
い
で
膳
行
が
太
刀
・
馬
を
神
前
に
献
じ
、
大
工
に
は
釘
代
や

布
を
下
付
し
て
い
る
｡

(
g
)
永
正
一
三
年
八
月
1
五
日
武
田
元
信
判
物
写
(
前
掲
「
白
井
市
郎
兵
衛
家
蔵
古
文
書

(
伊
胤
)

写
」
)
に
「
若
州
遠
敷
郡
賀
茂
庄
半
済
事
、
為
同
名
八
郎
次
郎
1
跡
も
所
宛
行
白
井
石

見
守
清
胤
也
」
と
あ
る
｡

(
5
)
網
野
善
彦
前
掲
著
書
三
四
六
～
三
六
六
頁
、
前
掲
『
若
狭
の
中
世
城
館
.
B
小
浜
市
1

九
～
二
〇
亘
｡

『
大
館
常
興
日
記
』
に
は
「
粟
屋
左
京
亮
無
沙
汰
仕
候
宮
川
御
公
用
事
」
(
天
文
七

年
九
月
1
日
条
)
な
ど
多
数
関
係
記
事
が
散
見
さ
れ
る
｡
こ
の
場
合
粟
屋
元
行
の
立
場

は
幕
府
御
料
所
宮
川
保
代
官
で
あ
る
が
、
武
田
氏
代
官
と
は
区
別
す
べ
き
で
も
事
実
上

「
領
主
」
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
｡
ち
な
み
に
、
宮
川
に
あ
る
霊
沢
寺
は
元
行
の
開

基
と
伝
え
る
(
前
掲
『
若
狭
の
中
世
城
館
』
小
浜
市
l
七
頁
)
.

(
S
)
前
掲
「
若
狭
郡
県
志
」
に
よ
る
と
、
寺
井
氏
は
五
十
谷
村
に
拠
城
と
屋
敷
が
あ
り
、

五
十
谷
・
窪
谷
・
桂
木
・
飛
川
の
「
末
野
四
谷
」
(
巻
一
'
国
郡
部
)
な
ど
を
領
し
た

と
伝
え
る
(
巻
三
、
古
跡
部
)
0

(
5
)
「
加
斗
庄
黒
的
宮
藷
所
僧
食
米
車
丸
半
済
方
公
私
寄
進
」
分
を
「
任
当
知
行
之
旨
」

せ
て
飯
盛
寺
に
安
堵
し
た
、
明
応
九
年
一
〇
月
二
l
日
伯
書
人
道
(
寺
井
賢
仲
)
判
物

(
『
大
飯
郡
誌
』
所
載
へ
飯
盛
寺
文
書
)
へ
及
び
へ
同
庄
半
済
方
の
「
不
作
開
発
」
に

つ
き
「
閑
落
」
し
た
飯
盛
寺
拘
分
名
職
を
同
寺
の
懇
望
に
よ
り
寄
付
、
安
堵
し
た
へ
享

禄
三
年
1
二
月
1
三
日
(
寺
井
)
兵
衛
尉
家
忠
判
物
(
同
文
書
)
に
よ
っ
て
へ
寺
井
氏

が
加
斗
庄
半
済
方
の
「
領
主
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
但
し
'
寺
井
氏
の
補
任

状
は
伝
存
し
な
い
｡

文
亀
元
年
六
月
二
三
日
洞
春
院
寄
進
買
得
目
録
写
(
藤
木
文
書
)
｡
こ
の
文
書
に
つ

い
て
は
小
泉
義
博
氏
の
御
教
示
を
得
た
｡

(
S
)
r
n
一
方
郡
誌
』
は
「
山
林
屋
敷
赦
免
之
事
へ
任
文
明
年
中
之
御
教
書
之
旨
」
せ
て
安

堵
し
た
天
文
二
年
三
月
九
日
田
辺
又
四
郎
宛
武
田
信
豊
判
物
を
載
せ
る
が
'
信
豊
が
家

督
を
嗣
ぐ
の
は
天
文
八
年
で
あ
り
'
こ
の
文
書
を
も
っ
て
田
辺
氏
の
武
田
氏
直
臣
た
る

こ
と
を
征
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
お
、
同
書
に
は
「
こ
の
わ
た
」
な
ど
の
贈
呈
を

謝
し
た
年
欠
二
月
1
五
日
田
辺
半
太
夫
宛
熊
谷
大
勝
書
状
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
≡

方
郡
大
倉
見
城
に
拠
る
熊
谷
氏
(
前
掲
F
若
狭
の
中
世
城
館
』
三
方
町
四
～
六
百
)
と

の
関
係
は
う
か
が
え
る
｡

(
昭
和
六
十
年
1
月
十
二
日
受
讐
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The protection given by Sengoku-Daimyo to the

estates purchased by his retainers.

:The case of the Takedas in Wakasa Province

Shoichi Kawamura

In Wakasa Province during the 15th and 16th century, kajishi (知地子)

that was an intermediary right for a kind of tax on real estate levied by someone

rather than a direct ruler, was sold and bought extensively by the warrior, the

priest, and the peasant. Accordingly, the land that the retainers of the Takedas

had was fluctuating in quantity all the time, and at the same time, their rights and

interests became intricate and complicated. The Takedas could not employ the

policy to investigate the land of the retainers compulsorily. But because the

rights of the retainers on their purchased estates were mstable, they asked the

Takedas for the protection of their purchased land. Consequently, the Takedas

could grasp, to some extent, the purchased land of their retainers. As the inter-

mediary rights were included in their estates, the Takedas could grasp the new

gains which had not been grasped before. The Takedas could magnify the base

of their power by means of creating a new tax on the purchased estates of their

retainers. But it was not of compulsory nature, but applied based on the self re-

ports from the retainers. The purchasers did not always ask the Takedas for

their protection, but often resorted to the local feudal lords who ruled over the

purchased estates. The protection by the local lords was done in parallel with

that by the Takedas, and the leagal function of the law was equal to that of the

Takedas. But with the strengthening of control by the Takedas, the protection

by the Takedas gradually began to replace that by the local lords. But the pro

tection by them was not eradicated.
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